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第
一
章　

序
論

　

平
成
一
四
年
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
を
ふ
ま
え
た
商
法
・
商
法
特
例
法
の
改
正
に
よ
り
、
委
員
会
等
設
置
会
社
、
重
要

財
産
委
員
会
な
ど
新
し
い
類
型
の
機
構
が
導
入
さ
れ
た
。
監
査
役
の
権
限
強
化
、
社
外
取
締
役
の
設
置
な
ど
を
含
め
、
経
営
シ
ス
テ
ム
の
再

構
築
と
し
て
は
一
応
の
決
着
が
つ
い
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
改
正
法
は
同
時
に
経
営
判
断
の
迅
速
性
・
専
門
性
を
確
保
す
べ
く
、
経
営

陣
の
意
思
決
定
権
限
拡
大
の
可
能
性
も
認
め
た
。
従
っ
て
、
各
機
関
自
体
が
機
能
不
全
に
陥
る
な
ら
、
つ
ま
り
は
経
営
ト
ッ
プ
の
機
構
改
革

に
対
す
る
姿
勢
が
変
わ
ら
な
い
な
ら
、
以
前
に
も
増
し
て
監
視
体
制
は
弱
め
ら
れ
る
お
そ
れ
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

経
営
ト
ッ
プ
に
対
す
る
監
視
の
充
実
の
一
手
段
と
し
て
株
主
権
の
強
化
が
日
米
構
造
協
議
で
取
り
上
げ
ら
れ
た（
１
）が
、
と
り
わ
け
資
本
多
数

決
の
枠
外
に
あ
る
少
数
派
株
主
の
株
主
総
会
外
で
の
権
利
行
使
、
代
表
訴
訟
権
を
中
心
と
す
る
権
利
の
行
使
は
、
経
営
者
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

を
課
し
、
そ
の
違
法
行
為
を
取
り
締
ま
る
上
で
有
効
な
手
段
と
い
わ
れ（
２
）る
。
し
か
し
、
株
主
が
違
法
行
為
を
行
っ
た
取
締
役
の
責
任
を
追
及

す
る
に
せ
よ
、
そ
の
行
為
を
差
し
止
め
る
に
せ
よ
、
そ
も
そ
も
経
営
に
関
す
る
情
報
に
暗
い
の
で
は
、
ど
の
よ
う
な
権
利
も
絵
に
描
い
た
餅

と
な（
３
）る
。
株
主
の
権
利
を
実
質
化
し
、
ま
た
、
経
営
者
の
不
正
を
抑
止
す
る
意
味
で
も
、
開
か
れ
た
情
報
の
開
示
と
提
供
は
必
須
で
あ

る（
４
）が
、
特
に
、
会
計
帳
簿
に
対
す
る
閲
覧
権
は
、
取
締
役
等
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
書
類
以
外
の
資
料
に
も
及
ぶ
点
で
、
重
要
性
に
格
段
の

相
違
が
あ
る
。
計
算
書
類
と
そ
の
付
属
明
細
書
お
よ
び
監
査
報
告
書
の
記
載
・
記
録
は
経
営
者
サ
イ
ド
で
行
わ
れ
る
の
で
（
な
お
、
計
算
書

類
と
監
査
報
告
書
に
つ
い
て
は
大
中
会
社
の
場
合
、
株
主
に
招
集
通
知
と
と
も
に
送
付
さ
れ
る
た
め
、
自
ら
会
社
に
出
向
く
必
要
が
な
い
。

商
法
二
八
三
条
二
項
）、
そ
の
内
容
が
真
実
で
あ
る
か
を
探
る
に
は
原
資
料
と
な
る
会
計
帳
簿
・
資
料
を
見
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る

か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
会
計
帳
簿
閲
覧
請
求
権
行
使
の
現
状
は
と
い
え
ば
、
ほ
ぼ
毎
年
数
件
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
数
件
の
請
求
に
つ
い

て
も
会
社
側
が
拒
否
を
す
る
場
合
が
多（
５
）い
。
株
主
の
会
計
帳
簿
閲
覧
権
は
、
一
九
五
〇
年
、
株
主
名
簿
や
定
款
の
閲
覧
権
に
加
え
て
定
め
ら
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れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
濫
用
を
お
そ
れ
る
あ
ま
り
、
正
当
な
行
使
で
さ
え
排
除
さ
れ
る
傾
向
が
続
い
て
き（
６
）た
。
行
使
要
件
が
一
九
九
三
年

（
平
成
五
）
に
わ
ず
か
に
緩
和
さ
れ
た
と
は
い
え
、
行
使
理
由
や
閲
覧
対
象
ま
で
も
こ
と
ご
と
く
限
定
的
に
解
釈
す
る
見
解
や
判
例
が
主
流

を
占
め
、
ま
さ
に
角
を
矯
め
て
牛
を
殺
す
、
の
感
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
会
社
を
取
り
巻
く
環
境
も
、
株
主
行
動
も
近
時
大
き
く
変
化
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
我
国
で
は
こ
れ
ま
で
一
般
に
、
株
主
で
は
な
く
特
定
の
メ
イ
ン
バ
ン
ク
が
、
そ
れ
も
財
務
状
態
が
悪
化
し
た
と
き
の
み
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
に
乗
り
出
す
の
で
あ
っ（
７
）て
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
委
任
状
争
奪
戦
と
い
っ
た
よ
う
な
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
場
面
は
見
ら
れ
な
い
か

の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
外
国
人
投
資
家
の
株
式
保
有
割
合
が
増
加
し
、
株
主
提
案
権
や
取
締
役
会
の
提
出
す
る
議
案
に
反
対

す
る
議
決
権
を
行
使
す
る
な
ど
積
極
的
な
動
き
が
見
ら（
８
）れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
の
委
任
状
争
奪
戦
に
よ
り
五
時
間
を
超
え
る
株

主
総
会
が
行
わ
れ
た
事
例
も
記
憶
に
新
し（
９
）い
。
株
主
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
い
っ
た
個
人
株
主
ら
の
団
体
化
・
組
織
化
に
期
待
す
る
意
見
も
出
て

き（
亜
）た
。
一
方
、
会
社
と
し
て
は
、
訴
訟
に
な
れ
ば
会
社
側
が
立
証
事
実
の
積
み
重
ね
方
に
よ
っ
て
不
安
定
な
立
場
に
陥
る
危
険
や
、
会
社
の

機
密
が
流
出
す
る
危
険
を
負
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な（
唖
）い
。
学
説
上
の
争
い
は
こ
れ
ま
で
、
株
主
の
閲
覧
権
に
制
限
を
加
え
よ
う
と

す
る
意
見
と
、
監
督
是
正
権
の
前
提
と
な
る
権
利
で
あ
る
か
ら
と
も
か
く
厚
く
保
護
せ
よ
と
の
意
見
と
が
平
行
線
を
た
ど
る
の
み
で
、
株
主

が
真
に
知
り
た
い
情
報
を
迅
速
に
得
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
、
ま
た
、
そ
の
際
、
最
も
懸
念
さ
れ
る
会
社
の
機
密
に
つ
い
て
は
い
か
に
配
慮

す
べ
き
か
と
い
う
現
実
問
題
は
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
。
翻
っ
て
見
る
に
、
株
主
の
閲
覧
権
規
定
を
母
法
と
す
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

も
、
閲
覧
を
望
む
株
主
と
そ
れ
を
拒
む
会
社
の
対
立
は
鋭
く
、
一
般
に
言
わ
れ
る
ほ
ど
株
主
は
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
簡
単
に
閲
覧

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
営
者
が
機
密
の
流
出
を
恐
れ
、
ま
た
、
自
己
の
経
営
の
失
敗
を
攻
撃
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
情
報
を
見
せ
た
く

な
い
と
思
う
の
は
国
を
問
わ
ず
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
日
本
で
の
株
主
の
情
報
収
集
に
関
す
る
権
利
、
と
り
わ
け
会
計
帳
簿
閲

覧
権
に
つ
い
て
の
問
題
点
に
焦
点
を
絞
り
、
必
要
な
限
り
で
他
の
権
利
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
の
株
主
の
閲
覧
権
に

関
す
る
法
規
制
、
判
例
の
集
積
、
議
論
さ
れ
て
い
る
問
題
点
に
つ
い
て
紹
介
し
、
経
営
監
視
の
機
能
を
真
に
も
ち
得
る
閲
覧
が
日
本
法
に
お

（ 3 ）
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い
て
可
能
で
あ
る
か
、
立
法
論
を
含
め
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。

註（
１
） 
三
枝
一
雄
「
株
主
名
簿
の
閲
覧
・
謄
写
請
求
権
の
行
使
と
正
当
目
的
」
明
治
大
学
法
律
論
叢
六
七
巻
四
・
五
・
六
号
二
四
三
頁
、
二
五
八
頁
〔
注

二
〕（
一
九
九
五
）。

（
２
） 

新
山
雄
三
『
株
式
会
社
の
立
法
と
解
釈
』
三
一
二
〜
三
一
三
頁
（
一
九
九
三
）、
末
永
敏
和
「
経
営
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
と
ス
テ
イ
ク

ホ
ル
ダ
ー
」
奥
島
孝
康
ほ
か
編
『
社
団
と
証
券
の
法
理
』
三
九
頁
、
五
一
〜
五
二
頁
（
一
九
九
九
）、
酒
巻
俊
雄
「
変
わ
る
株
主
像
と
株
主
の
権

利
」
奥
島
孝
康
編
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス―

新
し
い
危
機
管
理
の
研
究
』
一
一
一
頁
、
一
三
七
頁
（
一
九
九
六
）、
大
杉
謙
一
「
企
業
倫

理―

柏
木
教
授
の
報
告
へ
の
コ
メ
ン
ト
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ  

七
六
三
号
一
八
頁
、
二
一
頁
（
二
〇
〇
三
）。

（
３
） 

龍
田
節
『
会
社
法
（
第
九
版
）』
一
五
六
頁
（
二
〇
〇
三
）。

（
４
） 

情
報
開
示
制
度
の
機
能
に
つ
き
、
龍
田
節
「
開
示
制
度
の
目
的
と
機
能
」
法
学
論
叢
一
一
〇
巻
四
・
五
・
六
号
一
一
二
頁
以
下
（
一
九
八
二
）。

弥
永
真
生
「
日
本
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料―

検
証
・
会
社
法
改
正
Ⅱ
情
報
開
示
・
会
計
監
査
制
度
」
商
事
一
六
七
一
号
五
頁
、
六
頁
（
二
〇

〇
三
）
は
平
成
一
四
年
商
法
・
商
法
特
例
法
改
正
以
降
、
ま
す
ま
す
取
締
役
の
行
動
の
適
切
な
誘
導
の
た
め
に
情
報
開
示
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

（
５
） 

「
二
〇
〇
三
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
六
八
一
号
七
八
頁
（
二
〇
〇
三
）
で
は
、
回
答
会
社
一
九
四
七
社
中
三
件
の
請
求
に
対
し
す
べ
て
拒

否
、「
二
〇
〇
二
年
株
主
総
会
白
書
」
商
事
一
六
四
七
号
七
八
頁
（
二
〇
〇
二
）
で
は
回
答
会
社
一
九
六
七
社
中
四
件
（
う
ち
三
件
に
つ
き
拒
否
）。

な
お
、
株
主
名
簿
に
つ
い
て
は
三
二
件
（
う
ち
八
四
・
四
％
に
あ
た
る
二
七
件
で
は
開
示
に
応
じ
て
い
る
）。

（
６
） 

正
井
章
筰
「
株
主
の
帳
簿
閲
覧
請
求
権
の
行
使
を
め
ぐ
る
問
題
点
」
判
タ
九
一
七
号
一
六
三
頁
、
一
七
四
頁
（
一
九
九
六
）、
実
方
正
雄
「
少
数

株
主
権
の
濫
用
」
末
川
弘
先
生
古
稀
記
念
『
権
利
の
濫
用
・
中
』
一
五
三
頁
以
下
（
一
九
六
五
）。

（
７
） 

河
原
文
敬
「
株
主
権
強
化
に
関
す
る
一
考
察
」
戸
田
修
三
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
企
業
法
学
の
課
題
と
展
開
』
二
四
〇
頁
、
二
四
七
頁

（
一
九
九
八
）。

（
８
） 

「
二
〇
〇
三
年
株
主
総
会
白
書
」（
前
掲
注
５
）
七
〇
〜
七
一
頁
、
山
下
友
信
「
経
済
構
造
の
変
化
と
株
主
総
会
の
行
方
」
商
事
一
五
一
三
号
四

頁
、
七
頁
（
一
九
九
八
）。

（
９
） 

㈱
東
京
ス
タ
イ
ル
で
の
二
〇
〇
二
年
総
会
。
委
任
状
の
真
偽
の
判
定
等
に
相
当
の
時
間
を
費
や
し
た
た
め
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
荒
れ
た
総
会
で
は

（ 4 ）
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な
い
と
さ
れ
る
。「
二
〇
〇
二
年
株
主
総
会
白
書
」（
前
掲
本
章
注
５
）
一
六
頁
（
二
〇
〇
二
）。

（
10
） 

末
永
（
前
掲
本
章
注
２
）
五
二
頁
。

（
11
） 
立
証
責
任
に
つ
き
第
二
章
第
三
節
参
照
。
な
お
、
株
主
名
簿
の
開
示
に
つ
き
、
東
條
和
彦
〔
発
言
〕「
座
談
会―

56
年
改
正
商
法
施
行
５
年
を
振

り
返
っ
て
（
上
）」
商
事
一
一
二
四
号
六
頁
、
一
七
頁
（
一
九
八
七
）。

第
二
章　

日
本
法

　

第
一
節　

問
題
の
所
在

　

株
主
の
情
報
収
集
権
に
関
す
る
商
法
上
の
規
定
は
、
そ
の
閲
覧
対
象
ご
と
に
分
散
し
て
お
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
定
款
の
閲
覧
に
つ

き
二
六
三
条
二
項
、
株
主
名
簿
・
新
株
予
約
権
原
簿
・
端
株
原
簿
・
社
債
原
簿
に
つ
き
二
六
三
条
三
項
、
取
締
役
会
議
事
録
に
つ
き
二
六
〇

条
ノ
四
第
六
項
、
株
主
総
会
議
事
録
に
つ
き
二
四
四
条
六
項
、
計
算
書
類
・
同
付
属
明
細
書
・
監
査
報
告
書
に
つ
き
二
八
二
条
二
項
、
会
計

帳
簿
・
資
料
に
つ
き
二
九
三
条
ノ
六
、二
九
三
条
ノ
七
に
定
め
が
あ（
娃
）る
。
本
来
は
株
主
の
情
報
収
集
権
と
し
て
統
一
的
な
規
定
を
当
初
よ
り

設
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
法
は
、
閲
覧
対
象
書
類
・
記
録
の
内
容
が
単
な
る
内
部
規
則
か
ら
会
社
の
機
密
に
深
く
関
わ
る

も
の
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
に
鑑
み
、
特
に
会
社
の
機
密
に
関
わ
る
書
類
・
記
録
に
対
す
る
権
利
行
使
の
濫
用
を
懸
念
し
て
、
行
使
要
件

（
持
ち
株
数
、
保
有
期
間
）
や
一
定
の
目
的
お
よ
び
裁
判
所
の
許
可
等
を
規
定
し（
阿
）た
。
と
り
わ
け
、
会
社
の
機
密
に
深
く
関
わ
る
資
料
で
あ

る
た
め
、「
使
え
な
い
権
利
」
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
要
件
が
厳
し
く
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
取
締
役
会
議
事
録
お
よ
び
会
計
帳
簿
の
閲
覧

権
で
あ
る
。
取
締
役
会
議
事
録
の
閲
覧
権
の
検
討
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
規
定
の
さ
れ
方
が
比
較
的
充
実
し
て
い
る
割
に
は

解
釈
論
が
錯
綜
し
問
題
の
あ
る
判
例
も
多
い
会
計
帳
簿
閲
覧
権
（
二
九
三
条
ノ
六
、 
二
九
三
条
ノ
七
）
に
絞
っ
て
概
観
す
る
。

（ 5 ）
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株
主
名
簿
に
つ
い
て
は
、
会
計
帳
簿
ほ
ど
の
機
密
性
は
な
い
も
の
の
株
主
名
簿
が
顧
客
名
簿
と
し
て
取
引
さ
れ
る
ほ
ど
の
経
済
的
価
値
を

有
し
、
個
人
の
情
報
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
で
は
、
改
め
て
そ
の
閲
覧
制
度

の
あ
り
方
も
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
閲
覧
の
正
当
目
的
を
め
ぐ
る
議
論
と
多
く
の
判
例
が
こ
れ
ま
で
に
あ
り
、
会
計
帳
簿
閲
覧

権
の
規
定
の
解
釈
に
も
関
わ
る
の
で
、
そ
の
限
り
で
名
簿
閲
覧
権
に
つ
い
て
も
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　

第
二
節　

権
利
行
使
要
件
に
対
す
る
規
制
（
二
九
三
条
ノ
六
を
め
ぐ
っ
て
）

一　

株
主
が
会
社
の
会
計
帳
簿
・
資
料
〔
電
磁
的
記
録
に
よ
る
場
合
は
法
務
省
令
＝
商
法
施
行
規
則
七
条
に
よ
る
。
本
稿
で
は
電
磁
的
記
録

を
含
め
た
資
料
を
も
含
め
た
意
味
で
、
以
下
「
資
料
」
ま
た
は
「
書
面
」
と
称
す
る
〕
を
閲
覧
し
た
い
場
合
、
次
の
二
つ
の
行
使
要
件
を
満

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
①
議
決
権
総
数
の
三
％
（
一
九
九
三
年
〔
平
成
五
〕
改
正
前
は
、
発
行
済
株
式
の
一
〇
％
）
を
保
有

す
る
こ
と
（
二
九
三
条
ノ
六
第
一
項
柱
書
）、
②
理
由
を
付
し
た
書
面
を
も
っ
て
会
社
に
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
（
同
条
二
項
）
の
二
点
で

あ
る
。
株
主
の
ほ
と
ん
ど
が
お
そ
ら
く
①
の
要
件
の
み
で
、
会
計
帳
簿
閲
覧
権
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
代
表
訴
訟
提
起
権
が

少
数
派
株
主
に
よ
る
経
営
監
督
・
是
正
の
た
め
の
重
要
な
権
利
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
た
と
え
株
主
が
代
表
訴
訟
提
起
を
な
す

べ
き
か
考
慮
中
で
あ
っ
て
も
（
代
表
訴
訟
提
起
権
は
単
独
株
主
権
で
あ
る
た
め
、
各
自
が
行
使
し
得
る
）、
訴
訟
提
起
に
踏
み
切
る
だ
け
の

十
分
な
情
報
を
閲
覧
で
き
る
資
格
要
件
を
も
た
な
い
た
め
に
代
表
訴
訟
提
起
権
行
使
の
途
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
遭

遇
す
る
。
重
大
な
違
法
行
為
を
行
う
取
締
役
を
解
任
す
べ
く
株
主
提
案
権
（
保
有
持
ち
株
数
の
要
件
は
議
決
権
総
数
の
一
％
ま
た
は
三
〇
〇

株
以
上
。
保
有
期
間
の
要
件
は
六
ヶ
月
。
二
三
二
条
ノ
二
）
を
行
使
し
た
い
、
あ
る
い
は
違
法
行
為
差
止
請
求
権
（
単
独
株
主
権
、
保
有
期

間
要
件
六
ヶ
月
。
二
七
二
条
）
を
行
使
し
た
い
と
考
え
る
株
主
も
し
か
り
で
あ
る
。
持
ち
株
要
件
の
緩
和
に
つ
い
て
は
会
社
荒
ら
し
の
存
在

（ 6 ）
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な
ど
我
国
の
特
殊
事
情
か
ら
、
三
％
に
引
き
下
げ
る
と
き
で
さ
え
財
界
か
ら
の
反
発
が
強
か
っ
た（
哀
）が
、
日
米
構
造
問
題
協
議
（
一
九
八
九
年

九
月
〜
一
九
九
〇
年
六
月
開
催
）
に
お
い
て
、
株
主
権
の
強
化
の
見
直
し
の
一
つ
と
し
て
ア
メ
リ
カ
側
よ
り
強
く
求
め
ら
れ
た
事（
愛
）情
や
、
当

初
よ
り
一
％
な
い
し
単
独
株
主
権
と
す
べ
き
と
の
意
見
が
強
か
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ（
挨
）ば
、
他
の
株
主
権
の
行
使
も
含
め
た
大
局
的
な
要
件
の

検
討
を
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ（
姶
）う
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
後
の
会
計
帳
簿
閲
覧
権
行
使
状
況
が
依
然
と
し
て
年
間
数
件

程
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
資
格
要
件
緩
和
に
よ
る
会
社
荒
ら
し
の
請
求
権
濫
用
の
危
惧
は
ま
さ
に
杞
憂
で
あ
っ（
逢
）た
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

二　

三
％
と
い
う
厳
し
い
要
件
を
ク
リ
ア
ー
し
た
株
主
が
、
前
述
②
の
「
理
由
を
付
し
た
書
面
」
を
会
社
に
提
出
す
れ
ば
閲
覧
で
き
る
か
と

い
う
と
実
務
上
は
そ
う
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
、
閲
覧
理
由
を
具
体
的
に
記
載
・
記
録
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
ま
た
、
対
象
を
特
定
・
明
示

す
る
よ
う
要
求
す
る
も
の
さ
え
あ（
葵
）る
。
確
か
に
、
開
示
を
予
定
し
て
い
な
い
経
理
上
の
資
料
が
、
ま
っ
た
く
特
定
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
あ
る

い
は
「
会
社
財
産
が
適
正
妥
当
に
運
用
さ
れ
て
い
る
か
調
査
す
る
た
め
」
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
理
由
を
も
っ
て
閲
覧
請
求
さ
れ
た
の
で

は
、
会
社
業
務
の
遂
行
に
支
障
を
来
た
し
た
り
、
会
社
の
機
密
が
侵
害
さ
れ
る
不
安
を
会
社
は
も
つ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
会
社
が
適

切
な
資
料
を
提
示
す
る
た
め
の
判
断
基
準
と
な
り
得
る
だ
け
の
、
具
体
的
な
理
由
の
記
載
・
記
録
を
株
主
側
に
要
求
し
、
も
っ
て
会
社
の
利

益
を
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ（
茜
）る
。
請
求
理
由
の
記
載
・
記
録
と
い
っ
て
も
、
例
え
ば
「
昭
和
五
五
年
三
月
三
一
日
現

在
の
決
算
で
金
一
億
四
五
〇
〇
万
円
も
の
莫
大
な
債
権
償
却
引
当
金
が
計
上
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
発
生
し
た
理
由
お
よ
び
そ
の
内
容
に
つ
い

て
調
査
す
る
た
め
」
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
に
記
載
・
記
録
す
る
こ
と
は
困
難
を
要
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
さ
れ（
穐
）る
。
確
か
に
計
算
書
類
や

付
属
明
細
書
か
ら
あ
る
特
定
の
会
計
事
実
に
疑
念
が
生
じ
る
場
合
は
、
理
由
の
記
載
・
記
録
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

例
え
ば
い
わ
ゆ
る
財
テ
ク
の
失
敗
で
会
社
が
多
大
な
損
失
を
蒙
っ
た
ら
し
い
と
の
疑
い
を
株
主
が
も
っ
た
と
し
て
も
、
損
失
を
ど
の
よ
う
に

会
計
処
理
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
幅
を
も
っ
た
期
間
の
帳
簿
を
、
あ
ら
ゆ
る
原
票
等
の
証
憑
を
含
め
て
閲
覧
し
て
み
な
い
と
明
ら

（ 7 ）
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か
に
な
ら
な
い
。
ま
し
て
、
小
糸―

ピ
ケ
ン
ズ
事
件
の
よ
う（
悪
）に
、
部
品
メ
ー
カ
ー
が
特
定
の
完
成
品
メ
ー
カ
ー
に
の
み
大
幅
値
引
き
を
し
た

得
意
先
元
帳
を
作
成
し
て
い
た
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
は
、
そ
の
事
実
を
知
ら
な
い
限
り
嫌
疑
す
ら
は
っ
き
り
せ
ず
、
対
象
を
特
定
し
得
る

よ
う
な
具
体
的
理
由
を
書
く
す
べ
も
な
い
。

　

更
に
言
う
な
ら
、
理
由
と
閲
覧
対
象
は
関
連
づ
け
る
べ
き
で
な
か
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
近
時
会
計
処
理
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
し
た
Ｅ
Ｄ
Ｐ
Ｓ

（E
lectric D

ata P
rocessing System

）
の
下
で
は
、
総
勘
定
元
帳
等
の
中
間
記
録
が
作
成
保
存
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
原
始
証
憑
の

不
完
全
化
の
上
に
、
見
読
可
能
な
原
始
証
憑
が
存
在
し
な
い
状
況
も
発
生
し
て
い
る
か
ら
で
あ（
握
）る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
従
来
の
伝

統
的
会
計
上
の
会
計
帳
簿
と
そ
の
関
連
書
類
に
限
定
し
た
と
こ
ろ
で
も
は
や
そ
れ
に
は
意
味
が
な
く
、
記
載
・
記
録
理
由
と
は
関
係
な
く
会

計
関
連
す
べ
て
の
帳
簿
に
及
ぶ
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
閲
覧
の
目
的
は
達
し
得
な
い
と
い
え
よ（
渥
）う
。

　

判
例
は
、「
訴
訟
提
起
や
仮
処
分
申
請
の
場
合
に
は
請
求
の
対
象
と
な
る
帳
簿
・
書
類
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
会
社

に
直
接
に
請
求
す
る
場
合
も
対
象
の
特
定
を
不
要
と
す
る
の
は
一
貫
性
に
欠
け
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
弁
論
準
備
手
続
（
民
訴

一
六
八
条
以
下
）
や
裁
判
官
の
釈
明
権
（
民
訴
一
四
九
条
）
の
行
使
に
よ
り
、
理
由
も
対
象
も
明
ら
か
に
し
得
る
以
上
、
こ
れ
は
対
象
の
特

定
を
求
め
る
理
由
に
な
ら
な
い
と
思
わ
れ（
旭
）る
。
ま
た
一
方
で
、
理
由
と
請
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
帳
簿
・
書
類
と
の
関
連
性
が
必
要
で
あ

る
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
理
由
と
の
関
連
か
ら
見
て
当
該
帳
簿
・
書
類
の
閲
覧
は
必
要
で
な
い
と
の
立
証
を
会
社
側
で
行
え
ば
拒
否
し
得
る
の

だ
か
ら
、
結
局
立
証
責
任
を
ど
ち
ら
が
負
う
か
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る（
葦
）が
、
経
営
者
の
違
法
行
為
の
解
明
が
絡
む
場

合
や
問
題
の
書
類
・
記
録
自
体
が
機
密
事
項
を
含
む
場
合
、
立
証
責
任
を
ど
ち
ら
が
負
う
か
は
株
主
、
会
社
双
方
に
と
り
大
き
な
影
響
を
も

た
ら
す
事
項
で
あ
る
。
た
だ
、
限
定
を
設
け
ず
に
会
計
帳
簿
を
開
示
す
る
場
合
は
、
会
社
の
重
大
な
機
密
が
漏
れ
る
危
険
が
十
分
考
え
ら
れ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
判
例
・
学
説
は
明
文
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
解
釈
に
よ
っ
て
あ
え
て
限
定
の
方
向
に
向
い
た
と
思
わ
れ
る
。
会
社
の
機

密
保
持
に
関
す
る
手
当
て
な
し
に
は
株
主
の
権
利
実
現
を
め
ざ
す
解
釈
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

（ 8 ）
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第
三
節　

閲
覧
権
の
不
当
行
使
に
対
す
る
規
制
（
二
九
三
条
ノ
七
を
め
ぐ
っ
て
）

一　

請
求
理
由
を
記
載
・
記
録
し
た
書
面
を
整
え
、
か
つ
行
使
資
格
要
件
を
満
た
す
少
数
株
主
に
対
し
、
法
は
更
に
、
請
求
が
不
当
行
使
で

あ
る
場
合
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
会
社
側
の
拒
否
を
認
め
る
（
二
九
三
条
ノ
七
第
一
項
〜
四
項
）。
会
社
が
拒
否
で
き
る
事
由
を
詳
細
に
定

め
、
も
っ
て
会
社
の
利
益
が
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
一
見
し
た
だ
け
で
一
号
と
二
号
〜
四
号
と
が
異
質
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
、
解
釈
・
運
用
の
し
づ
ら
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ぶ
さ
に
見
て
い
く
と
、
削
除
し
た
方
が
む
し
ろ
閲
覧
制
度
の
趣
旨

に
適
す
る
と
思
わ
れ
る
文
言
や
、
用
語
の
不
適
切
性
な
ど
様
々
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る（
芦
）が
、
と
り
わ
け
解
釈
上
の
問
題
が
起
き
や
す
い
の

は
第
一
号
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
第
一
に
、
一
号
だ
け
が
抽
象
的
で
あ
り
、
二
号
以
下
と
の
関
係
も
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
、
第
二

に
、
不
当
目
的
と
い
う
主
観
を
並
列
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
立
証
の
点
で
も
、
後
述
す
る
権
利
濫
用
と
の
関
係
で
も
、
混
乱
が
生
じ
や
す
く

な
る
こ
と
、
第
三
に
閲
覧
権
そ
の
も
の
は
株
主
が
あ
る
権
利
を
行
使
す
る
た
め
の
前
提
的
権
利
で
あ
る
た
め
、
株
主
が
最
終
的
に
行
使
し
た

い
権
利
と
閲
覧
権
と
の
性
質
論
を
一
貫
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ

も
沿
革
的
に
は
、
は
じ
め
は
二
号
〜
四
号
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案
に
日
本
側
が
粘
り
強
く
交
渉
し
て
一
号
を
付
け
加
え
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
た
め
、
二
号
以
下
と
ち
ぐ
は
ぐ
な
規
定
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
経
緯
に
鑑
み
れ
ば
二
〜
四
号
は
制
限
列

挙
事
由
と
見
て
厳
格
に
解
釈
す
べ
き
こ
と
に
な（
鯵
）る
。
こ
の
こ
と
は
第
二
の
点
と
も
関
わ
る
の
で
、
以
下
、
第
二
の
点
に
つ
き
述
べ
る
中
で
、

問
題
点
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
と
思
う
。

二　

二
九
三
条
ノ
七
第
一
項
一
号
は
、
前
段
と
後
段
に
分
け
て
不
当
行
使
と
な
る
株
主
の
目
的
を
並
列
す
る
。
す
な
わ
ち
、
前
段
は
「
株
主

の
権
利
の
確
保
も
し
く
は
行
使
に
関
し
調
査
を
為
す
た
め
に
非
ず
し
て
」
つ
ま
り
株
主
利
益
実
現
の
目
的
が
な
い
こ
と
を
、
後
段
は
「
会
社

の
業
務
の
運
営
も
し
く
は
株
主
共
同
の
利
益
を
害
す
る
た
め
」
つ
ま
り
会
社
利
益
を
害
す
る
と
い
う
加
害
目
的
を
、
規
定
す
る
。
前
段
は
株

（ 9 ）
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主
の
個
人
的
利
益
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
段
は
株
主
全
体
＝
会
社
の
損
害
に
関
わ
る
事
項
が
目
的
の
内
容
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
後
者
に
つ
い
て
は
ひ
と
り
株
主
の
加
害
意
図
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
現
実
に
会
社
に
損
害
が
あ
れ
ば
取
り
返
し
の
つ
か
な
い

こ
と
に
な
る
。
株
主
の
主
観
的
意
図
が
な
く
と
も
、
客
観
的
に
見
て
会
社
を
害
す
る
も
の
と
な
る
場
合
に
は
該
当
す
る
と
解
す
る
の
で
な
け

れ（
梓
）ば
、
閲
覧
権
の
不
当
行
使
を
会
社
側
は
（
実
害
が
あ
っ
て
も
）
ほ
と
ん
ど
阻
止
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
本
号
の
前
段
と
後
段
は
、
株
主
名
簿
閲
覧
権
の
行
使
を
め
ぐ
っ
て
、
明
文
が
な
い
た
め
に
立
て
ら
れ
て
き
た
権
利
濫
用
の
要
件

と
同
じ
内
容
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
有
力
な
学
説
に
よ
れ
ば
①
株
主
た
る
こ
と
と
関
係
の
な
い
利
益
の
た
め
に
株

主
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
、
②
こ
れ
に
よ
っ
て
会
社
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
、
の
二
つ
の
要
件
を
両
方
と
も
満
た
さ
な
け
れ
ば
権
利
濫

用
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る（
圧
）が
、
母
法
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
運
用
を
見
て
も
、
現
実
的
妥
当
性
か
ら
見
て
も
、
①

②
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
の
充
足
で
権
利
濫
用
が
成
立
す
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ（
斡
）う
。
も
っ
と
も
、
判
例
は
不
当
目
的
が
あ
る
場
合
を
権
利
濫

用
場
面
の
一
類
型
と
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ（
扱
）り
、
そ
の
点
で
は
①
の
要
件
の
み
で
権
利
濫
用
が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な

い
。
な
お
、
二
九
三
条
ノ
七
の
所
定
事
由
に
つ
い
て
は
会
社
側
が
立
証
責
任
を
負
う
た
め
そ
の
立
証
の
困
難
さ
か
ら
ほ
と
ん
ど
判
例
が

な（
宛
）い
。
請
求
の
多
く
が
閲
覧
理
由
や
対
象
の
特
定
が
な
い
と
い
っ
た
二
九
三
条
ノ
六
の
理
由
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
点
で
問
題
が
あ

る
が
、
逆
に
会
社
側
か
ら
見
て
も
、
請
求
者
の
不
当
目
的
と
い
っ
た
主
観
は
相
当
に
立
証
し
に
く
い
。
こ
の
点
で
制
度
の
難
点
が
指
摘
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三　

第
三
の
点
を
理
由
と
す
る
問
題
す
な
わ
ち
株
主
の
最
終
的
に
行
使
し
た
い
権
利
と
そ
の
前
提
で
あ
る
閲
覧
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

従
来
か
ら
、
株
主
の
閲
覧
権
が
自
益
権
か
共
益
権
か
あ
る
い
は
い
ず
れ
に
も
入
ら
な
い
第
三
の
権
利
で
あ
る
か
と
い
う
権
利
の
性
質
論
と
絡

め
た
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
会
計
帳
簿
閲
覧
権
が
代
表
訴
訟
提
起
権
や
取
締
役
解
任
請
求
権
、
違
法
行
為
差
止
請
求
権
と
い
っ

た
、
取
締
役
に
対
す
る
経
営
監
督
を
行
う
権
利
を
行
使
す
る
た
め
の
前
提
な
い
し
手
段
と
な
る
権
利
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
性
質
を
共

（ 10 ）
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益
権
と
解
す
る
説
が
有
力
で
あ
る（
姐
）が
、
他
方
で
、
閲
覧
そ
の
も
の
は
単
な
る
手
段
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
株
主
権
が

行
使
さ
れ
る
か
は
わ
か
ら
ず
、
確
定
的
な
法
的
効
果
を
生
じ
な
い
こ
の
権
利
を
自
益
権
・
共
益
権
の
概
念
に
区
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

す
る
見
解
も
あ（
虻
）る
。
し
か
し
、
議
論
の
目
的
は
結
局
、
株
主
の
権
利
に
株
式
買
取
請
求
権
な
ど
、
も
っ
ぱ
ら
株
主
の
個
人
的
利
益
を
追
求
す

る
た
め
の
権
利
を
含
め
て
ま
で
も
会
社
内
部
の
帳
簿
を
株
主
に
見
せ
る
こ
と
が
妥
当
か
、
と
い
う
点
に
尽
き
よ
う
。
株
式
買
取
請
求
権
を
潜

在
的
共
益
権
と
認
め
た（
飴
）り
、
共
益
権
と
い
え
ど
終
局
的
に
自
益
権
の
価
値
の
実
現
の
た
め
で
あ
る
と
し（
絢
）て
、
株
式
買
取
請
求
権
行
使
の
た
め

の
閲
覧
を
認
め
て
い
く
の
が
学
説
の
一
般
的
な
流
れ
で
あ
り
、
判
例
も
近
時
、
閉
鎖
会
社
に
お
け
る
株
式
の
共
同
相
続
人
の
一
人
か
ら
の
仮

処
分
申
立
事
件
で
は
あ
る
が
、
株
式
評
価
を
行
う
た
め
の
閲
覧
を
認
め
て
い（
綾
）る
。
お
も
う
に
、
株
主
の
帳
簿
閲
覧
権
は
第
一
章
で
述
べ
た
よ

う
に
株
主
の
権
利
を
実
質
化
し
、
経
営
の
監
督
是
正
を
す
る
た
め
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
権
利
で
は
あ
る
が
、
経
営
を
監
督
是
正
す
る
こ

と
は
閲
覧
制
度
自
体
に
内
在
す
る
効
果
で
あ
っ
て
、
閲
覧
権
そ
の
も
の
が
監
督
是
正
権
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
閲
覧

権
を
行
使
す
る
株
主
は
常
に
会
社
経
営
者
を
正
し
て
や
ろ
う
と
の
純
粋
・
高
邁
な
意
図
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
最

終
的
に
行
使
さ
れ
る
株
主
の
権
利
に
限
定
を
加
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
全
体
で
あ
れ
株
主
個
人
で
あ
れ
、
株
主
と
し
て
の
利
益
を
守
る

た
め
の
閲
覧
で
あ
れ
ば
よ
い
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
閲
覧
権
行
使
の
効
果
と
し
て
経
営
の
監
督
・
是
正
に
反
す
る
場
合
は
と

り
も
な
お
さ
ず
本
号
後
段
の
「
株
主
共
同
の
利
益
を
害
す
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
会
計
帳
簿
閲
覧
権
が
自
益
権
か
共
益
権
か
の

議
論
を
す
る
意
味
は
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ（
鮎
）う
。
そ
の
意
味
で
も
、
前
述
の
よ
う
に
本
号
後
段
の
目
的
は
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
ま
た
、
そ
の
判
断
の
中
に
会
計
帳
簿
閲
覧
権
の
性
質
論
は
解
消
さ
れ
て
ゆ
く
と
考
え
る
。

　

（ 11 ）
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第
四
節　

会
社
の
機
密
保
護
に
関
す
る
問
題

一　

株
主
が
二
九
三
条
ノ
六
に
基
づ
き
会
社
に
会
計
帳
簿
の
閲
覧
を
請
求
し
て
き
た
場
合
、
会
社
は
即
座
に
閲
覧
に
応
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。

会
社
側
に
し
て
み
れ
ば
、
二
九
三
条
ノ
七
に
列
挙
さ
れ
る
事
由
が
存
す
る
と
し
て
請
求
を
と
り
あ
え
ず
拒
否
す
る
の
が
通
常
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
現
に
二
〇
〇
三
年
度
「
株
主
総
会
白
書
」
の
調
査
で
も
、
会
計
帳
簿
閲
覧
請
求
四
件
の
す
べ
て
に
つ
き
会
社
側
は
拒
否
の
態
度
を
示

し
て
い（
或
）る
。
確
か
に
正
当
な
手
続
を
経
て
請
求
す
る
以
上
、
会
社
は
直
ち
に
そ
れ
に
応
じ
る
べ
き
義
務
を
負
い
、
二
九
三
条
ノ
七
各
号
の
事

由
が
存
す
る
か
ど
う
か
の
調
査
の
た
め
だ
と
し
て
も
、
会
社
の
危
険
で
調
査
で
き
る
に
過
ぎ
ず
、
調
査
に
よ
っ
て
株
主
が
損
害
を
蒙
っ
た
と

き
は
会
社
は
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
い
う
の
が
大
方
の
見
解
で
は
あ（
粟
）る
。
不
法
行
為
責
任
を
負
う
リ
ス
ク
が
あ
る
と
し
て
も
、
戦
略
上
会

社
は
あ
え
て
請
求
を
拒
否
し
て
お
く
の
が
得
策
で
あ
る
と
考
え
る
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
会
社
の
機
密
が
外
部
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る

の
は
経
営
者
に
と
り
何
よ
り
も
脅
威
だ
か
ら
で
あ
る
。
外
部
に
見
せ
る
こ
と
な
ど
予
想
せ
ず
に
作
成
し
た
伝
票
、
勘
定
元
帳
な
ど
の
内
部
書

類
・
記
録
を
明
る
み
に
す
れ
ば
、
取
締
役
の
責
任
追
及
の
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
閲
覧
請

求
を
い
っ
た
ん
拒
否
し
、
株
主
が
閲
覧
権
を
訴
訟
で
争
っ
て
き
た
と
き
に
、
株
主
が
誰
の
ど
ん
な
責
任
を
追
及
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
か

ゆ
っ
く
り
と
知
る
方
策
を
経
営
者
側
は
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
二
九
三
条
ノ
七
所
定
の
事
由
を
立
証
で
き
な
く
て
も
、
閲
覧
拒
否
へ
の
制

裁
は
取
締
役
等
に
一
〇
〇
万
円
以
下
の
過
料
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
四
九
八
条
一
項
三
号
）。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
取
締
役
の

欠
格
事
由
（
二
五
四
条
ノ
二
第
三
号
参
照
）
に
も
あ
た
ら
な
い
た
め
、
取
締
役
は
そ
の
地
位
を
去
る
必
要
も
な（
袷
）い
。
な
お
、
株
主
は
会
計
帳

簿
・
資
料
を
閲
覧
す
る
時
点
で
い
わ
ば
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
の
部
類
に
入
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
会
社
の
機
密
が
保
護
さ
れ
る
か
に
見
え
る
。

確
か
に
証
券
取
引
法
は
二
九
七
条
ノ
六
の
株
主
に
内
部
者
取
引
を
禁
じ
て
い
る
（
証
取
法
一
六
六
条
一
項
二
号
・
一
六
七
条
一
項
二
号
）

が
、
証
券
取
引
以
外
で
の
弊
害
は
阻
止
し
得
な
い
。

（ 12 ）
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で
は
い
か
に
す
れ
ば
会
社
の
機
密
は
守
ら
れ
る
か
。
会
社
の
機
密
の
保
護
を
図
る
法
律
と
し
て
不
正
競
争
防
止
法
が
あ
る
が
、
本
法
に
よ

る
保
護
を
受
け
る
「
営
業
秘
密
」
で
あ
る
た
め
に
は
①
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
生
産
方
法
・
販
売
方
法
そ
の
他
の
事
業
活

動
に
有
用
な
技
術
上
ま
た
は
営
業
上
の
情
報
で
あ
り
、
③
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
、
に
限
ら
れ
る
（
不
正
競
争
防
止
法
二
条
四

項
）。
会
計
帳
簿
上
の
情
報
が
こ
れ
に
あ
た
る
か
は
な
お
検
討
を
要
す
る
。
株
主
が
閲
覧
に
よ
り
知
っ
た
情
報
を
、
例
え
ば
会
社
の
競
業
者

等
に
漏
ら
し
た
結
果
、
会
社
に
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
株
主
は
民
法
上
の
不
法
行
為
（
民
七
〇
九
条
）
に
よ
り
、
そ
の
責
任
を
会
社

よ
り
追
及
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
損
害
の
算
定
は
困
難
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
（
昭
和
六
一
）、
商
法
・
有
限
会
社
法
改
正
試
案
四
10　　
ｂ
で

株
主
の
機
密
漏
洩
に
関
す
る
損
害
賠
償
責
任
規
定
が
新
設
さ
れ
、
権
利
濫
用
の
防
止
が
目
論
ま
れ
た
が
、
実
施
に
至
ら
な
か
っ（
安
）た
。
株
主
に

損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る
な
ど
し
て
閲
覧
事
由
の
秘
密
保
持
義
務
を
商
法
で
定
め
る
こ
と
は
株
主
の
有
限
責
任
と
の
関
係
で
問
題
が
あ
ろ

う（
庵
）し
、
ま
た
当
初
予
定
し
て
い
た
の
と
は
別
の
不
正
を
た
ま
た
ま
発
見
し
た
場
合
は
、
も
と
よ
り
そ
の
株
主
に
守
秘
義
務
は
発
生
し
な（
按
）い
。

そ
の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
制
度
上
株
主
に
守
秘
義
務
を
認
め
た
と
こ
ろ
で
、
会
社
が
閲
覧
請
求
に
応
じ
る
よ
う
に
な
る
と

は
思
え
な
い
。
損
害
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
取
り
返
し
が
つ
か
ず
、
機
密
が
情
報
で
あ
る
こ
と
の
性
質
上
、
漏
洩
に
よ
る
損
害
は
立
証

し
に
く
く
、
ま
た
前
述
の
よ
う
に
算
定
し
に
く
い
（
あ
る
い
は
計
り
知
れ
な
い
）
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
株
主
に
か
く
も
広
く
会
計
帳
簿

の
閲
覧
を
認
め
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
呈
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ（
暗
）る
。

二　

で
は
、
訴
訟
と
な
っ
た
段
階
で
、
裁
判
所
が
会
社
の
機
密
に
属
す
る
と
判
断
し
た
部
分
に
つ
き
、
閲
覧
の
範
囲
を
限
定
し
た
り
非
開
示

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う（
案
）か
。
会
計
帳
簿
閲
覧
請
求
の
拒
否
に
対
し
て
は
、
爾
後
の
手
続
が
非
訟
事
件
で
な
く
訴
訟
事
件
と
し
て
処

理
さ
れ
る
た
め
、
裁
判
所
と
し
て
は
二
九
三
条
ノ
六
お
よ
び
二
九
三
条
ノ
七
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
を
吟
味
し
、
株
主
が
閲
覧
対
象
を

特
定
し
て
き
た
ら
、
そ
れ
に
対
し
オ
ー
ル
オ
ア
ナ
ッ
シ
ン
グ
の
判
断
を
下
す
し
か
な（
闇
）い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
状
に
お
け
る
裁
判
所
の
態
度
は

本
章
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
九
三
条
ノ
六
の
要
件
に
つ
き
で
き
る
だ
け
限
定
的
な
解
釈
を
加
え
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
訴
訟
事
件

（ 13 ）
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に
お
い
て
会
社
の
機
密
の
概
念
を
解
釈
論
に
必
要
以
上
に
持
ち
込
む
こ
と
は
、
開
示
さ
れ
て
も
よ
い
情
報
ま
で
が
閉
ざ
さ
れ
、
結
局
、
株
主

の
経
営
是
正
・
監
督
権
の
全
面
否
定
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
訴
訟
事
件
と
し
て
処
理
さ
れ
る
限
り
、「
会
社
の
機
密
保
護
」
は
閲
覧
制
度
の

解
釈
運
用
を
妨
げ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い（
鞍
）る
、
と
い
う
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

会
計
帳
簿
閲
覧
請
求
事
件
を
非
訟
事
件
と
し
て
、
簡
易
迅
速
な
手
続
の
中
で
裁
判
所
が
柔
軟
に
各
種
の
条
件
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す

る
意
見
は
多（
杏
）く
、
こ
の
点
で
簡
易
な
手
続
を
と
る
ア
メ
リ
カ
の
閲
覧
制
度
の
検
討
は
日
本
法
に
示
唆
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
裁
判

所
に
よ
る
仮
処
分
命
令
の
運
用
に
よ
っ
て
も
、
迅
速
か
つ
柔
軟
な
裁
判
所
の
対
応
が
図
ら
れ
な
く
は
な
い
。
つ
ま
り
、
会
計
帳
簿
閲
覧
請
求

が
拒
否
さ
れ
た
あ
と
、
本
案
訴
訟
で
の
判
決
が
確
定
す
る
の
を
待
っ
て
い
て
は
債
権
者
た
る
株
主
に
著
し
い
損
害
等
が
生
じ
得
る
場
合
、
株

主
は
被
保
全
権
利
と
保
全
の
必
要
性
を
「
疎
明
」
し
、
そ
れ
に
対
し
裁
判
所
が
会
計
帳
簿
・
資
料
の
閲
覧
の
仮
処
分
命
令
を
発
す
る
（
民
事

保
全
法
二
三
条
二
項
・
一
三
条
二
項
）。
一
般
に
は
仮
処
分
に
よ
っ
て
本
案
訴
訟
の
目
的
が
発
せ
ら
れ
る
（
満
足
的
仮
処
分
）
こ
と
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
の
が
通
説
・
判
例
で
あ（
以
）り
、
仮
処
分
に
よ
る
株
主
の
会
計
帳
簿
閲
覧
権
に
つ
い
て
も
、
そ
の
機
能
の
重
大
性
に
鑑

み
保
全
の
必
要
性
は
緩
や
か
に
解
さ
れ
る
べ
き
と
の
意
見
も
あ（
伊
）る
。
し
か
し
、「
債
権
者
に
生
ず
る
著
し
い
損
害
ま
た
は
急
迫
の
危
険
を
避

け
る
た
め
」（
民
事
保
全
法
二
三
条
二
項
）
と
い
う
ほ
ど
重
大
性
・
緊
急
性
は
会
計
帳
簿
閲
覧
の
場
合
に
は
通
常
考
え
に
く
い
し
、
結
局
は

「
緊
急
切
実
な
保
全
の
必
要
と
会
社
が
仮
処
分
に
よ
り
受
け
る
不
利
益
と
を
比
較
す（
位
）る
」
の
が
適
当
な
妥
協
点
で
あ
ろ
う
が
、「
閲
覧
等
を

な
さ
し
め
る
こ
と
も
や
む
を
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
程
度
に
被
保
全
利
益
が
重
大
か
つ
緊
急
な
場
合
に
認
め
る
」
と
す
る
の
で
あ
れ（
依
）ば
、
事

実
上
仮
処
分
命
令
の
申
立
自
体
を
認
め
な
い
の
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま（
偉
）う
。
か
と
い
っ
て
、
会
社
側
か
ら
の
疎
明
が
な
さ
れ
得
る
と
し

て
も
（
民
事
保
全
法
二
三
条
四
項
・
一
三
条
二
項
）、
仮
処
分
命
令
が
出
さ
れ
て
し
ま
え
ば
全
面
的
な
会
計
帳
簿
類
の
閲
覧
と
な
る
の
で
あ

る
か
ら
、
機
密
保
護
の
た
め
の
柔
軟
な
対
応
が
期
待
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

三　

会
社
の
機
密
を
守
る
た
め
に
、
会
計
帳
簿
を
株
主
に
直
接
開
示
す
る
の
で
は
な
く
、
第
三
者
が
株
主
に
そ
の
調
査
結
果
を
報
告
す
る
と

（ 14 ）
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い
う
、
間
接
的
な
開
示
方
法
を
と
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
職
務
上
の
守
秘
義
務
を
負
う
専
門
家
の
株
主
の
受
任
者
と
し
て
の
閲（
囲
）覧
、
中

立
的
な
い
し
公
的
機
関
に
よ
る
閲（
夷
）覧
、
中
立
の
監
査
役
に
よ
る
閲（
委
）覧
、
あ
る
い
は
、
二
九
四
条
の
業
務
財
産
検
査
役
制
度
に
一
本
化
し
た
上

で
こ
の
検
査
役
に
よ
る
調（
威
）査
、
と
い
う
よ
う
に
様
々
な
態
様
に
よ
る
間
接
閲
覧
が
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
専
門
知
識
の
な
い
株
主
に
と
っ
て

も
、
会
計
帳
簿
・
資
料
を
閲
覧
し
て
も
具
体
的
な
情
報
を
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
考
え
れ（
尉
）ば
、
閲
覧
結
果
を
専
門
家
か
ら
聞
く
方

が
会
計
帳
簿
閲
覧
制
度
の
実
効
性
が
上
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
全
く
中
立
な
立
場
の
専
門
機
関
が
ど
れ
ほ
ど
の
熱
意
を
も
っ
て

株
主
に
代
わ
り
閲
覧
が
行
わ
れ
得
る
か
、
あ
る
い
は
ど
の
部
分
が
ど
の
よ
う
に
会
社
の
機
密
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
、
そ
れ
が
外
部
に
漏
れ
な

い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
る
か
、
と
い
っ
た
懸
念
は
残
る
。
ま
た
、
第
三
者
機
関
の
閲
覧
制
度
を
二
九
四
条
の
業
務
財
産
検
査
役
と
は
別
に
設
け

た
場
合
、
業
務
財
産
検
査
役
制
度
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

註（
12
） 

諸
書
類
の
設
置
、
閲
覧
に
つ
い
て
の
法
規
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
蓮
井
良
憲
「
株
主
に
よ
る
会
社
備
置
書
類
の
閲
覧
請
求
」
服
部
榮
三
先
生
古
稀

記
念
『
商
法
学
に
お
け
る
論
争
と
省
察
』
七
五
三
頁
、
七
五
五
頁
（
一
九
九
〇
）
に
詳
し
い
。

（
13
） 

閲
覧
請
求
要
件
の
分
類
に
つ
き
、
松
嶋
隆
弘
「
株
主
名
簿
の
閲
覧
」
判
タ
一
〇
一
二
号
一
八
頁
参
照
（
一
九
九
九
）。

（
14
） 

河
村
秀
俊
「
株
主
の
帳
簿
閲
覧
権
」
企
業
法
学
編
『
企
業
法
学V

ol. 

２
』
二
四
五
頁
（
一
九
九
三
）。
和
座
一
清
「
§
二
九
三
ノ
六
」
上
柳
克
郎

ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
９
）』
二
〇
一
頁
、
二
〇
四
頁
（
一
九
八
八
）。
小
規
模
閉
鎖
会
社
に
お
い
て
は
、
濫
用
の
危
険
よ
り
も
脱
退
を
希
望

す
る
個
々
の
株
主
の
買
取
請
求
権
保
護
を
図
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
単
独
株
主
権
、
社
員
権
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
多
い
。
原
茂
太
一

「
帳
簿
閲
覧
請
求
権
」
金
判
七
五
五
号
一
六
四
頁
、
一
六
七
頁
（
一
九
八
六
）。
稲
葉
威
夫
〔
発
言
〕「
竹
内
ほ
か
研
究
会
・
中
小
会
社
立
法
（
中
）

―

商
法
・
有
限
会
社
法
改
正
試
案
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
八
六
六
号
九
八
頁
（
一
九
八
六
）
参
照
。

（
15
） 

森
本
滋
「
日
米
構
造
問
題
協
議
と
株
式
会
社
法
の
改
正
」
商
事
一
三
〇
九
号
三
八
頁
、
四
一
頁
（
一
九
九
三
）
参
照
。

（
16
） 

新
山
雄
三
「
国
際
化
時
代
の
会
社
法
」
法
時
六
五
巻
七
号
四
五
頁
、
四
七
頁
（
一
九
九
三
）、
原
茂
（
前
掲
注
14
）
一
六
七
頁
（
一
九
八
六
）。
濫

（ 15 ）
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用
防
止
措
置
が
な
い
の
で
や
む
を
得
な
い
と
す
る
も
の
に
河
村
（
前
掲
本
章
注
14
）
二
四
六―

二
四
七
頁
（
一
九
九
三
）。

（
17
） 

柿
崎
榮
治
「
会
計
帳
簿
閲
覧
請
求
権
の
機
能
性
と
権
利
濫
用
防
止
の
諸
問
題
・
下
」
商
事
一
三
八
四
号
一
六
頁
、
二
一
頁
（
一
九
九
五
）
は
各
持

株
要
件
に
つ
き
株
主
の
監
督
是
正
権
行
使
の
機
能
的
連
動
性
を
切
断
す
る
縦
割
り
的
立
法
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

（
18
） 
正
井
（
前
掲
第
一
章
注
６
）
一
六
四
頁
。

（
19
） 

仙
台
高
判
昭
和
四
九
・
二
・
一
八
高
民
集
二
七
巻
一
号
三
六
頁
、
高
松
高
判
昭
和
六
一
・
九
・
二
九
判
時
一
二
二
一
号
一
二
六
頁
〈
香
川
鉱
業
事

件
〉。
な
お
、
香
川
鉱
業
事
件
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
閲
覧
理
由
の
具
体
的
記
載
に
つ
い
て
原
審
を
支
持
す
る
が
、
対
象
の
特
定
の
要
否
に
つ
い
て

は
言
及
し
て
い
な
い
。
最
判
平
成
二
・
一
一
・
八
金
判
八
六
三
号
二
〇
頁
。

（
20
） 

前
田
雅
弘
「
判
批
」
商
事
一
二
〇
七
号
二
三
頁
、
二
五
頁
（
一
九
九
〇
）、
岩
原
紳
作
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
〇
五
六
号
一
五
五
頁
、
一
五
七
頁

（
一
九
九
四
）、
近
藤
光
男
『
会
社
支
配
と
株
主
の
権
利
』
二
二
一
頁―

二
二
四
頁
（
一
九
九
三
）。
田
中
誠
二
＝
山
村
忠
平
『
５
五
全
訂
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル
会
社
法
』
一
一
九
三
頁
（
一
九
九
四
）
参
照
。

（
21
） 

前
田
（
前
掲
注
20
）
二
六
頁
。

（
22
） 

東
京
地
判
平
成
元
年
六
月
二
二
日
判
時
一
三
一
五
号
三
頁
（
限
定
説
を
と
り
法
人
税
確
定
申
告
書
を
閲
覧
対
象
か
ら
排
除
）。
横
浜
地
判
平
成
三

年
四
月
一
九
日
判
時
一
三
九
七
号
一
一
四
頁
も
同
旨
。

（
23
） 

弥
永
真
生
「
Ｅ
Ｄ
Ｐ
化
と
会
計
お
よ
び
監
査
」
ジ
ュ
リ
九
四
八
号
四
八
頁
（
一
九
九
〇
）。

（
24
） 

同
旨
、
居
林
次
雄
「
判
批
」
金
判
八
九
四
号
四
六
頁
、
四
九
－
五
〇
頁
（
一
九
九
二
）。
ほ
か
に
正
井
（
前
掲
第
一
章
注
６
）
一
六
九
頁
、
西
山

芳
喜
「
帳
簿
閲
覧
請
求
の
要
件
」
別
冊
ジ
ュ
リ
一
四
九
号
〔
会
社
判
例
百
選
第
六
判
〕
一
五
六
頁
、
一
五
七
頁
（
一
九
九
八
）、
柿
崎
（
前
掲
注

17
）
一
九
頁
参
照
。

（
25
） 

北
澤
晶
「
新
民
事
訴
訟
法
規
則
の
概
要
」
ジ
ュ
リ
一
一
〇
八
号
四
頁
、
六
頁
（
一
九
九
七
）
は
、
加
え
て
、「
訴
状
へ
の
請
求
を
理
由
づ
け
る
事

実
の
具
体
的
記
載
」（
民
訴
規
則
五
三
条
一
項
）
の
要
件
は
杓
子
定
規
に
解
釈
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
。

（
26
） 

山
口
和
男
＝
垣
内
正
「
帳
簿
閲
覧
請
求
権
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
判
タ
七
四
五
号
四
頁
、
一
七
七
頁
（
一
九
九
一
）、
坂
倉
充
信
「
判
批
」
判
タ

七
九
〇
号
一
七
六
頁
、
一
七
七
頁
（
一
九
九
二
）。

（
27
） 

例
え
ば
、
第
二
号
の
よ
う
に
「
株
主
が
会
社
と
競
業
を
為
す
者
な
る
と
き
」
閲
覧
請
求
が
で
き
な
い
の
で
は
、
金
融
機
関
な
ど
が
機
関
投
資
家
と

し
て
分
散
投
資
し
て
い
る
場
合
に
複
数
の
同
業
会
社
の
株
式
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
た
め
、
監
督
是
正
権
を
行
使
し
よ
う
と
し
て

（ 16 ）
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も
、
同
業
会
社
と
い
う
だ
け
で
閲
覧
権
を
全
く
行
使
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
黒
沼
悦
郎
「
帳
簿
閲
覧
権
」
民
商
一
〇
八
巻
４
・
５
号
三
九

頁
、
四
五
頁
（
一
九
九
三
）
は
、
権
利
行
使
要
件
を
一
〇
％
か
ら
三
％
に
改
正
し
た
平
成
五
年
に
、
こ
の
文
言
も
同
時
に
削
除
す
べ
き
で
あ
っ
た
と

す
る
。
更
に
、
本
号
の
「
競
業
」
は
解
釈
の
際
取
締
役
の
競
業
取
引
禁
止
を
定
め
る
二
六
四
条
の
「
競
業
」
と
は
視
点
を
異
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
二
六
四
条
は
取
締
役
の
競
業
取
引
に
よ
っ
て
会
社
の
利
益
が
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
趣
旨
を
も
つ
か
ら
、「
競
業
」
概
念
は
広

く
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
号
で
の
「
競
業
」
は
会
社
の
機
密
保
護
の
た
め
や
む
を
得
ず
株
主
の
閲
覧
権
行
使
が
制
限
さ
れ
る
最
低
限
の
場
合

で
あ
る
か
ら
、
で
き
る
だ
け
狭
く
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
競
業
と
い
う
同
じ
文
言
で
あ
る
こ
と
自
体
が
紛
ら
わ
し
い
の

で
他
の
文
言
に
変
更
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
に
近
時
の
下
級
審
判
例
で
本
号
「
競
業
」
を
安
易
に
拡
張
解
釈
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
東
京
地
決
平

成
六
年
三
月
四
日
判
時
一
四
九
五
号
一
三
九
頁
、
判
タ
八
七
五
号
二
六
五
頁
。
神
作
裕
之
「
判
批
」
別
冊
ジ
ュ
リ
一
〇
六
八
号
〔
平
成
六
年
重
判
商

法
６
〕
一
〇
五
頁
（
一
九
九
五
）
参
照
。
反
対
、
中
東
正
文
「
判
批
」
判
タ
九
四
八
号
一
九
七
頁
、
一
九
九
頁
（
一
九
九
七
）。

（
28
） 

中
東
（
前
掲
本
章
注
27
）
一
九
八
頁
。

（
29
） 

和
座
（
前
掲
第
一
章
注
14
）
二
二
二
頁
、
大
隅
健
一
郎
＝
今
井
宏
『
会
社
法
論
中
巻
〔
第
三
版
〕』
四
九
七
頁
（
一
九
九
二
）。

（
30
） 

大
隅
健
一
郎
「
株
主
権
の
濫
用
」『
商
事
法
研
究
（
上
）』
三
四
六
頁
、
三
五
〇
頁
（
一
九
九
二
）。

（
31
） 

近
藤
光
男
（
前
掲
本
章
注
20
）
一
九
一
頁
参
照
。
株
主
名
簿
閲
覧
事
件
に
つ
き
藤
原
俊
雄
「
株
主
に
よ
る
株
主
名
簿
の
閲
覧
・
謄
写
請
求
権
」
静

岡
大
学
法
経
研
究
四
〇
巻
３
・
４
号
一
五
七
頁
、
一
八
二
頁
（
一
九
九
二
）
は
、
株
主
権
濫
用
に
あ
る
か
の
判
断
と
し
て
、
判
例
が
②
の
点
に
つ
い

て
の
検
討
が
甘
か
っ
た
こ
と
を
批
判
。
な
お
、
荒
谷
裕
子
「
株
主
権
の
濫
用
」
判
タ
九
一
七
号
三
〇
頁
（
一
九
九
六
）
は
株
主
名
簿
閲
覧
事
件
で
は

②
の
要
件
が
常
に
満
た
さ
れ
な
く
な
る
点
で
疑
問
と
す
る
。

（
32
） 

最
判
平
成
二
年
四
月
一
七
日
判
時
一
三
八
〇
号
一
三
六
頁
、
判
タ
七
五
四
号
一
三
九
頁
∧
愛
知
銀
行
事
件
∨
。
な
お
、
大
判
昭
和
一
〇
年
五
月
三

日
（
法
学
五
巻
一
一
一
頁
）
参
照
。

（
33
） 

大
阪
地
判
平
成
一
一
年
三
月
二
四
日
（
判
時
一
七
四
一
号
一
五
〇
頁
）
は
、
公
表
さ
れ
る
唯
一
の
①
該
当
事
例
で
あ
る
。

（
34
） 

和
座
（
前
掲
本
章
注
14
）
二
〇
一
頁
。
な
お
、
少
数
株
主
権
で
あ
る
か
ら
共
益
権
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
松
田
二
郎
＝
鈴
木
忠
一
『
条
解

株
式
会
社
法　

下
』
四
五
九
頁
（
一
九
五
二
）。
し
か
し
、
少
数
株
主
権
と
さ
れ
る
の
は
濫
用
防
止
の
た
め
で
あ
っ
て
共
益
権
で
あ
る
こ
と
の
理
由

に
は
な
ら
な
い
。
田
中
＝
山
村
（
前
掲
本
章
注
20
）
一
一
九
七
頁
参
照
。

（
35
） 

本
間
輝
雄
「
株
主
の
帳
簿
閲
覧
権
」
鴻
ほ
か
編
『
演
習
商
法
会
社
下
』
六
四
三
頁
（
一
九
八
六
）、
和
座
（
前
掲
本
章
注
14
）
三
八
〇
頁
以
下
。

（ 17 ）
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ア
メ
リ
カ
法
に
な
ら
い
、
会
社
参
与
権
、
財
産
的
権
利
、
救
済
的
権
利
の
う
ち
の
第
三
の
権
利
に
分
類
さ
れ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
田
中
誠
二
『
再

全
訂
会
社
法
詳
論
上
』
二
七
二
頁
（
一
九
八
二
）。

（
36
） 
大
隅
健
一
郎
＝
大
森
忠
夫
『
逐
条
改
正
会
社
法
開
設
』
四
六
八―

四
六
九
頁
（
一
九
五
一
）、
山
口
＝
垣
内
（
前
掲
本
章
注
26
）
一
二
頁
。

（
37
） 
小
橋
一
郎
「
帳
簿
閲
覧
権
」
田
中
耕
太
郎
編
『
株
式
会
社
法
講
座
Ⅳ
』
一
四
六
八
頁
（
一
九
五
九
）。

（
38
） 

東
京
高
決
平
成
一
三
年
九
月
三
日
金
判
一
一
三
六
号
二
二
頁
。
行
使
目
的
に
つ
き
「
株
式
の
時
価
評
価
を
的
確
に
行
う
た
め
に
経
営
状
態
等
を
正

確
に
把
握
す
る
目
的
が
合
理
性
を
有
す
る
」
と
述
べ
る
。

（
39
） 

西
山
芳
喜
「
株
主
の
会
計
帳
簿
閲
覧
請
求
権
と
商
業
帳
簿
制
度
と
の
関
係
」
菅
原
菊
志
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
企
業
法
の
理
論
』
四
五
五

頁
、
四
六
二
頁
（
一
九
九
八
）
は
、
議
論
に
実
益
は
な
く
、
む
し
ろ
行
使
・
不
行
使
の
実
証
的
分
析
の
方
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
。

（
40
） 

「
二
〇
〇
三
年
度
株
主
総
会
白
書
」（
前
掲
第
一
章
注
５
）
参
照
。

（
41
） 

和
座
（
前
掲
本
章
注
14
）
二
一
九
頁
、
田
中
誠
二
ほ
か
『
会
社
会
計
法
理
詳
解
』
一
二
二
九
頁
（
一
九
五
九
）。
反
対
、
大
隅
＝
今
井
（
前
掲
本

章
注
29
）
四
九
六
頁
。

（
42
） 

中
東
（
前
掲
本
章
注
27
）
一
九
九
頁
、
近
藤
（
前
掲
本
章
注
20
）
一
八
八
頁
参
照
。

（
43
） 

北
沢
正
啓
「
大
小
会
社
の
区
分
」
商
事
九
八
四
号
一
八
頁
、
一
一
七
頁
（
一
九
八
三
）。
な
お
、
平
成
五
年
改
正
の
際
、
株
主
に
対
し
閲
覧
に
よ

り
知
っ
た
情
報
を
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
手
当
て
が
で
き
な
い
か
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
、
漏

ら
し
た
結
果
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
民
法
上
の
不
法
行
為
責
任
を
会
社
は
株
主
に
追
及
で
き
る
こ
と
を
理
由
に
、
採
用
に
至
ら
な
か
っ
た
。
吉
戒
修

一
『
平
成
五
年
・
六
年
改
正
商
法
』
一
八
二
頁
（
一
九
九
六
）。

（
44
） 

正
井
（
前
掲
第
一
章
注
６
）
一
七
三
頁
参
照
。
高
橋
公
忠
「
会
計
帳
簿
閲
覧
権
制
度
」
蓮
井
良
憲
・
今
井
宏
先
生
古
稀
記
念
『
企
業
監
査
と
リ
ス

ク
管
理
の
法
構
造
』
二
五
七
頁
（
一
九
九
四
）
は
閉
鎖
会
社
の
社
員
に
守
秘
義
務
を
課
す
法
規
制
を
提
案
す
る
。

（
45
） 

尾
崎
安
央
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム―

株
主
の
経
営
監
督
機
能
Ⅰ
基
調
報
告―

（
２
）
株
主
の
情
報
収
集
権
」
判
タ
八
七
二
号
二
〇
頁
、
二
七
頁

（
一
九
九
五
）。

（
46
） 

近
藤
（
前
掲
本
章
注
20
）
一
九
二
頁
。
西
山
芳
喜
「
株
主
の
会
計
帳
簿
閲
覧
請
求
権
の
意
義
と
そ
の
限
界―

厳
格
説
の
立
場
か
ら
」
判
タ
八
七
四

号
六
八
頁
、
七
一
頁―

七
三
頁
（
一
九
九
五
）
は
「
会
計
帳
簿
の
意
義
・
機
能
か
ら
す
れ
ば
そ
の
調
査
は
監
査
役
・
会
計
監
査
人
…
…
に
一
任
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
経
営
上
の
責
任
の
な
い
株
主
に
会
計
帳
簿
閲
覧
権
を
認
め
る
理
論
的
な
根
拠
は
な
い
」
と
さ
え
い
う
。

（ 18 ）



19

適切な経営監視のための株主情報収集権

（
47
） 

神
田
秀
樹
〔
発
言
〕「
座
談
会
『
系
列
』
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
（
上
）」
商
事
一
二
五
八
号
四
頁
、
二
二
頁
（
一
九
九
一
）
参
照
。

（
48
） 

龍
田
節
〔
発
言
〕（
前
掲
本
章
注
47
）
二
四
頁
は
、
和
解
と
か
訴
え
の
変
更
を
勧
め
て
み
て
範
囲
を
狭
く
し
た
ら
認
め
る
と
い
う
方
法
し
か
な
い

と
指
摘
す
る
。

（
49
） 
新
山
（
前
掲
第
一
章
注
２
）
三
二
七―

三
二
八
頁
。

（
50
） 
神
田
秀
樹
「
会
計
帳
簿
等
の
閲
覧
請
求
権
」
ジ
ュ
リ
一
〇
二
七
号
二
四
頁
、
二
五
頁
（
一
九
九
三
）、
神
田
〔
発
言
〕（
前
掲
本
章
注
47
）
二
二

頁
、
和
座
（
前
掲
本
章
注
14
）
二
〇
四
〜
二
〇
五
頁
。
た
だ
し
、
訴
訟
手
続
か
ら
非
訟
事
件
手
続
へ
と
移
す
こ
と
に
つ
い
て
は
憲
法
三
二
条
、
八
二

条
と
も
絡
む
た
め
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
と
す
る
も
の
に
、
正
井
（
前
掲
第
一
章
注
６
）
一
七
三
頁
。

（
51
） 

和
座
（
前
掲
本
章
注
14
）
二
一
四
頁
以
下
参
照
。

（
52
）
中
祖
博
司
「
閉
鎖
会
社
に
お
け
る
少
数
株
主
権
の
保
護
」
日
本
弁
護
士
連
合
会
編
『
現
代
法
律
実
務
の
諸
問
題
（
上
）』
二
八
四
頁

（
一
九
九
四
）。

（
53
） 

北
沢
正
啓
『
会
社
法
第
六
版
』
六
一
四
頁
（
二
〇
〇
一
）。

（
54
） 

大
隅
＝
今
井
（
前
掲
本
章
注
29
）
五
〇
六―

五
〇
七
頁
。

（
55
） 

正
井
（
前
掲
第
一
章
注
６
）
一
七
一
頁
は
、
株
主
の
申
立
を
却
下
す
る
事
例
が
殆
ど
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
、
裁
判
所
を
批
判
す
る
。

（
56
） 

高
橋
（
前
掲
本
章
注
44
）
二
六
六
頁
。

（
57
） 

石
井
照
久
『
会
社
法
〔
下
〕〔
第
２
版
〕』
二
四
三
頁
（
一
九
七
二
）。

（
58
） 

森
淳
二
朗
「
株
主
の
帳
簿
閲
覧
請
求
権
」
企
業
会
計
四
五
巻
六
号
四
二―

四
三
頁
（
一
九
九
三
）。
反
対
、
正
井
（
前
掲
第
一
章
注
６
）
一
七
三

頁
。

（
59
） 

山
田
弘
之
助
「
株
主
の
会
計
帳
簿
閲
覧
権
と
検
査
役
選
任
請
求
権
」
松
田
判
事
在
職
四
十
周
年
記
念
『
会
社
と
訴
訟
〔
上
〕』
五
六
八
頁

（
一
九
六
八
）。

（
60
） 

西
山
（
前
掲
本
章
注
46
）
七
〇―

七
一
頁
は
、
当
該
企
業
の
会
計
方
針
や
業
務
の
内
容
に
精
通
し
な
い
株
主
が
作
成
者
の
説
明
と
協
力
な
し
に
総

勘
定
元
帳
な
ど
の
帳
簿
組
織
か
ら
情
報
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
ず
、
株
主
と
経
営
者
と
が
対
峙
す
る
場
合
は
、
情
報
収
集
の
手
段
と
し
て
の
会
計

帳
簿
閲
覧
は
実
際
上
有
用
で
な
い
、
と
言
い
切
る
。

（ 19 ）
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第
三
章　

ア
メ
リ
カ
法

　

第
一
節　

株
主
の
閲
覧
権
に
対
す
る
基
本
的
視
座

　

株
主
の
会
計
帳
簿
閲
覧
権
は
一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
五
）
商
法
改
正
の
際
、
ア
メ
リ
カ
法
の
株
主
閲
覧
権
（shareholders ’ inspection 

rights of corporate books and records

）
に
な
ら
っ
て
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
会
計
帳
簿
を
含
む
様
々
な
書

類
、
記
録
そ
の
他
資
料
を
「
株
主
は
そ
の
地
位
に
基
づ
い
て
当
然
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
調
査
権
が
あ
り
、
更

に
各
州
が
定
め
る
制
定
法
上
の
調
査
権
が
あ（
惟
）る
。
も
と
も
と
は
産
業
革
命
期
の
頃
よ
り
イ
ギ
リ
ス
で
認
め
ら
れ
始
め
た
も
の
で
あ
る（
意
）が
、
む

し
ろ
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
発
展
が
見
ら
れ
、
判
例
の
多
さ
と
と
も
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
閲
覧
権
は
伝
統
的
に
株
主

の
会
社
財
産
に
対
す
る
所
有
者
た
る
地
位
に
依
拠
す
る
も
の
と
さ（
慰
）れ
、
今
日
で
も
所
有
権
に
付
随
す
る
権
利
の
一
つ
と
説
明
さ
れ
る（
易
）が
、
株

主
の
帳
簿
・
記
録
閲
覧
権
は
株
式
に
本
来
的
普
遍
的
に
属
す
る
権
利
で
は
な
い
と
す
る
連
邦
最
高
裁
判
決
も
あ（
椅
）る
。
最
近
の
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州

裁
判
所
で
は
、
所
有
権
と
同
時
に
株
主
と
経
営
者
間
に
存
す
る
代
理
関
係
を
も
閲
覧
権
の
根
拠
に
付
け
加
え（
為
）る
。
閲
覧
権
を
こ
の
よ
う
に
捉

え
る
か
ら
こ
そ
、
会
社
に
属
す
る
書
類
・
記
録
も
会
社
財
産
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
広
き
に
わ
た
っ
て
当
然
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る

こ
と
が
基
本
ス
タ
ン
ス
と
な
る
。
制
定
法
に
明
文
化
さ
れ
る
際
は
様
々
な
書
類
・
記
録
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
株
主
の
閲
覧
権
一
般
に
つ
い

て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い（
畏
）る
。
会
社
が
組
合
契
約
と
考
え
ら
れ
て
い
た
頃
に
は
右
の
よ
う
な
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
閲
覧
権
を
、
む
し
ろ
判
例

に
よ
っ
て
限
定
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
よ
り
も
っ
と
制
限
の
な
い
絶
対
的
権
利
と
し
て
制
定
法
で
定
め
る

傾
向
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
濫
用
防
止
の
動
き
へ
と
変
わ
り
、
制
定
法
に
よ
っ
て
、
行
使
要
件
や
株
主
の
利
益
に
合
理
的
に
関
連
す
る
よ

う
な
正
当
目
的
ま
で
株
主
に
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ（
異
）た
。
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
閲
覧
権
と
制
定
法
上
の
閲
覧
権
と
の
関
係
は
、
後
者
が
前
者
に

（ 20 ）
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と
っ
て
代
わ
る
と
い
う
よ
り
は
、
補
充
す
る
も
の
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い（
移
）る
。
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
閲
覧
権
の
行
使
が
会
社
に
拒
否
さ
れ
た

場
合
、
そ
の
救
済
と
し
て
職
務
執
行
令
状
（m

andam
us

）
の
形
で
会
社
や
そ
の
役
員
に
向
け
て
、
情
報
開
示
等
、
一
定
の
行
為
を
命
じ
、

あ
る
い
は
不
法
に
奪
わ
れ
た
利
益
に
つ
き
原
告
の
求
め
る
回
復
を
指
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
株
主
の
閲
覧
権
が
強
制
的
に
実
現
さ
れ
た（
維
）が
、

職
務
執
行
令
状
に
関
す
る
手
続
は
非
常
に
複
雑
で
、
特
別
の
申
立
要
件
が
あ
っ
た
た
め
、
株
主
に
は
利
用
し
に
く
い
も
の
で
あ
っ（
緯
）た
。
そ
こ

で
、
例
え
ば
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
は
制
定
法
に
よ
り
正
当
目
的
立
証
の
免
除
な
ど
、
略
式
手
続
と
し
て
株
主
に
と
り
簡
素
な
方
法
に
改
正
さ

れ（
胃
）た
。
し
た
が
っ
て
、
制
定
法
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
に
立
ち
返
り
、
株
主
が
正
当
な
閲
覧
目
的
を
立
証

す
る
限
り
、
一
切
の
帳
簿
・
記
録
を
閲
覧
で
き
る（
萎
）し
、
制
定
法
に
よ
れ
ば
資
格
を
も
た
な
い
非
営
利
法
人
（
非
株
式
会
社
）
の
メ
ン
バ
ー
で

も
制
限
つ
き
で
は
あ
る
が
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
を
も
つ
と
さ
れ（
衣
）る
。
も
っ
と
も
、
裁
判
所
の
中
に
は
、
後
述
す
る
閲
覧
権
行
使
要
件
を
め

ぐ
り
、
州
立
法
府
が
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
を
制
定
法
に
よ
っ
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
も
あ（
謂
）る
。

　

そ
れ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
い
か
に
株
主
に
と
り
権
利
実
現
の
た
め
の
手
続
が
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
か
。
ア
メ
リ
カ
の
主
な
州
制
定
法
上

の
手
続
と
近
年
の
実
務
に
見
ら
れ
る
問
題
点
に
つ
き
以
下
に
紹
介
し
、
そ
の
手
続
の
下
で
我
国
で
も
争
い
の
あ
る
閲
覧
対
象
、
行
使
要
件
、

不
当
行
使
の
問
題
に
対
し
て
、
い
か
に
対
処
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

第
二
節　

閲
覧
権
実
現
の
た
め
の
迅
速
な
手
続

一　

株
主
が
帳
簿
・
記
録
閲
覧
権
を
会
社
よ
り
拒
否
さ
れ
た
場
合
の
か
つ
て
の
救
済
手
段
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
職
務
執
行
令
状

（the w
rit of m

andam
us

）
と
し
て
知
ら
れ
る
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
手
続
で
あ
っ（
違
）た
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
ご
と
く
、
手
続
は
面
倒
で
あ

り
、
し
か
も
絶
対
的
権
利
と
し
て
制
定
法
下
で
規
定
さ
れ
て
い
た
当
時
で
さ
え
も
、
ほ
と
ん
ど
の
裁
判
所
は
、
会
社
も
し
く
は
他
の
株
主
ら

（ 21 ）
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の
正
当
な
利
益
を
守
る
た
め
の
裁
量
権
が
あ
る
と
考
え
、
令
状
を
出
さ
な
い
こ
と
も
あ
っ（
遺
）た
。
現
代
の
各
州
に
お
け
る
制
定
法
は
簡
易
な
裁

判
手
続
を
設
け
て
、
株
主
の
閲
覧
権
実
現
を
図
ろ
う
と
す（
医
）る
。
例
え
ば
、
一
九
八
四
年
に
改
正
さ
れ
た
模
範
事
業
会
社
法
（M

B
C

A

）

一
六
・
〇
四
条
（
a
）（
b
）
項
は
、「
会
社
の
主
た
る
事
務
所
…
…
が
置
か
れ
る
県
の
裁
判
所
が
略
式
手
続
に
よ
り
…
…
記
録
の
閲
覧
お
よ

び
謄
写
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
二
二
〇
条
（
ｃ
）
項
は
「
請
求
後
五
営
業
日
以
内
に
請
求
に
応

じ
な
い
場
合
、
株
主
は
裁
判
所
（C

ourt of C
hancery

）
に
閲
覧
を
強
制
す
る
命
令
を
求
め
て
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。
こ

の
規
定
は
、
訴
訟
な
ど
で
取
締
役
の
責
任
を
追
及
し
よ
う
と
目
論
む
株
主
に
と
っ
て
は
証
拠
収
集
の
た
め
の
有
用
な
手
段
と
も
な
り
得
る
。

す
な
わ
ち
、
代
表
訴
訟
（derivative action

） 

や
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
原
告
が
証
券
詐
欺
事
件
な
ど
で
経
営
者
側
の
違
法
行
為
を
疑
う

強
い
理
由
と
十
分
な
証
拠
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
代
表
訴
訟
提
起
前
に
帳
簿
・
記
録
を
請
求
し
て
何
ヶ
月
も
待
つ
必
要
は
な

い（
井
）が
、
十
分
な
証
拠
が
あ
る
と
の
確
信
が
も
て
な
い
場
合
に
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
場
合
二
二
〇
条
を
使
う
ほ
う
が
得
策
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
は
民
事
訴
訟
ル
ー
ル
（F

ederal rules of C
ivil P

recedure rule 23.1

）
に
よ
り
取
締
役
が
行
う
べ
き
行
為
を
し

て
い
な
い
と
い
う
に
足
り
る
事
実
を
原
告
株
主
は
申
立
に
お
い
て
述
べ
て
い
な
い
と
取
締
役
側
が
主
張
し
、
そ
の
申
立
を
却
下
す
る
よ
う
申

立
て
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
却
下
の
申
立
に
応
じ
る
前
に
原
告
株
主
が
証
拠
開
示
手
続
を
と
る
権
限
は
与
え
ら
れ
て
い
な（
亥
）い
。
そ
う
す

る
と
、
証
拠
開
示
の
恩
恵
も
な
し
に
却
下
の
申
立
に
応
じ
る
よ
う
強
要
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
正
当
目
的
が
示
さ
れ
れ
ば
二
二
〇

条
に
よ
っ
て
帳
簿
・
記
録
閲
覧
権
は
絶
対
的
権
利
で
あ
り
訴
訟
と
し
て
で
は
な
く
、
迅
速
な
処
理
が
図
ら
れ
る
の（
域
）で
、
い
わ
ば
訴
訟
提
起
前

に
実
質
的
な
証
拠
開
示
を
受
け
る
こ
と
に
な（
育
）る
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
州
最
高
裁
は
近
時
、
取
締
役
の
違
法
行
為
を
申
立
て
る
前
に
慎
重

か
つ
徹
底
し
た
調
査
を
行
う
の
に
本
条
の
利
用
可
能
性
を
示
唆
し
て
い（
郁
）る
。
な
お
、
一
九
九
五
年
私
的
証
券
訴
訟
改
革
法
（P

rivate 

Securities  L
itigation R

eform
 A

ct

）
の
制
定
に
よ
り
、
詐
欺
申
立
の
要
件
が
厳
し
く
な
り
、
被
告
の
行
為
時
の
内
心
を
強
く
推
認
す
る

事
実
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
要
件
を
原
告
が
満
た
さ
な
い
場
合
、
被
告
は
訴
訟
防
御
に
要
し
た
弁
護
士
報
酬
お
よ
び
費
用
の
裁
定

（ 22 ）
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額
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き（
磯
）る
。
こ
う
な
る
と
、
ま
す
ま
す
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
二
二
〇
条
は
重
要
度
が
高
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な（
一
）る
。

二　

そ
れ
で
は
略
式
手
続
と
し
て
、
実
際
に
迅
速
な
閲
覧
権
の
行
使
が
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
近
の
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に
お
け
る

帳
簿
・
記
録
お
よ
び
株
主
名
簿
に
関
す
る
閲
覧
ケ
ー
ス
の
デ
ー
タ
を
見
て（
壱
）も
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
ず
、
申
立
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て

も
相
当
の
時
間
と
出
費
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
弁
護
士
ら
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
に
よ
れ

ば
、
請
求
か
ら
閲
覧
ま
で
に
か
か
っ
た
日
数
は
株
主
名
簿
の
場
合
平
均
一
一
二
日
、
訴
訟
に
負
け
た
場
合
は
更
に
長
く
一
八
七
日
、
帳

簿
・
記
録
の
場
合
は
株
主
名
簿
の
場
合
よ
り
は
る
か
に
長
く
二
一
〇
日
（
中
間
値
で
一
〇
九
日
）、
負
け
た
場
合
は
三
四
八
日
（
中
間
値
で

二
五
九
日
）
か
か
っ
て
い（
溢
）る
。
ま
た
、
か
か
っ
た
費
用
は
弁
護
士
費
用
を
含
め
、
審
理
（trial

）
に
も
ち
込
む
ま
で
に
株
主
名
簿
の
単
純
な

ケ
ー
ス
で
も
一
万
〜
二
万
五
〇
〇
〇
ド
ル
、
帳
簿
・
記
録
の
ケ
ー
ス
で
二
万
五
〇
〇
〇
〜
五
万
ド
ル
か
か
り
、
会
社
側
の
強
い
抵
抗
が
あ
れ

ば
更
に
額
は
跳
ね
上
が
る
と
さ
れ（
逸
）る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
と
費
用
を
か
け
て
も
、
必
ず
原
告
株
主
が
勝
つ
と
は
限
ら
な
い
。
原
告
が
閲
覧
に

至
っ
た
割
合
は
、
株
主
名
簿
の
ケ
ー
ス
で
全
体
の
七
八（
稲
）％
、
帳
簿
・
記
録
の
ケ
ー
ス
で
、
全
体
の
六
八（
茨
）％
で
あ
る
。
特
に
帳
簿
・
記
録
に
つ

い
て
は
、
時
間
も
費
用
も
よ
り
多
く
か
か
る
割
に
は
、
閲
覧
が
難
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
略
式
手
続
だ
か
ら
と
い
っ
て
閲
覧
権
が
ス
ム
ー

ズ
に
行
使
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

三　

州
に
よ
っ
て
は
閲
覧
請
求
に
対
す
る
会
社
の
不
当
拒
絶
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
制
定
法
で
会
社
に
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
課
す
と
こ
ろ
が

あ（
芋
）る
。
し
か
し
、
実
際
の
判
例
で
は
ペ
ナ
ル
テ
ィ
は
現
実
の
損
害
額
を
示
す
こ
と
な
く
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
例
え
ば
費
用
プ
ラ

ス
五
〇
〇
ド
ル
と
す
る
も（
鰯
）の
、
現
実
の
損
害
の
証
明
な
し
に
費
用
プ
ラ
ス
二
五
〇
ド
ル
と
す
る
も（
允
）の
等
が
あ
る
。
よ
ほ
ど
高
額
で
な
け
れ
ば

真
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
の
不
当
拒
否
絶
に
対
す
る
抑
止
効
果
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い（
印
）る
。
ち
な
み
に
、

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
、
カ
ン
ザ
ス
州
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
に
は
ペ
ナ
ル
テ
ィ
規
定
は
な
い（
咽
）が
、
不
誠
実
な
拒
否
に
対
し
て
裁
判

所
は
か
か
っ
た
コ
ス
ト
の
支
払
を
命
じ
て
い（
員
）る
。
そ
れ
で
も
会
社
は
と
り
あ
え
ず
は
閲
覧
請
求
を
拒
否
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（ 23 ）
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な
ぜ
な
ら
、
略
式
手
続
と
い
え
ど
、
申
立
か
ら
審
理
に
至
る
間
に
時
間
稼
ぎ
が
で
き
、
会
社
と
し
て
は
供
述
録
取
書
（deposition

）
に
よ

り
株
主
の
意
図
を
じ
っ
く
り
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ（
因
）る
。
特
に
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
帳
簿
・
記
録
に
つ
い

て
は
株
主
名
簿
と
違
っ
て
株
主
側
が
閲
覧
の
正
当
目
的
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら（
姻
）ず
、
会
社
は
拒
否
の
態
度
に
傾
き
や
す
い
と
い
え
る
。
株

主
名
簿
に
つ
い
て
も
、
委
任
状
合
戦
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
は
、
特
に
早
期
の
閲
覧
が
株
主
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
か
ら
、
会
社

と
し
て
は
逆
に
様
々
な
口
実
を
つ
け
て
拒
否
し
、
株
主
は
不
利
な
立
場
に
甘
ん
じ
る
こ
と
と
な（
引
）る
。

四　

不
当
拒
否
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
と
り
あ
え
ず
拒
否
し
て
お
こ
う
と
す
る
会
社
の
態
度
を
い
か
に
す
れ
ば
抑
止
し
得
る
の

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
二
つ
の
措
置
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
前
述
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
高
額
な
弁
護
士
報
酬
を
含
む

補
償
条
項
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
会
社
法（
飲
）や
、
模
範
事
業
会
社（
淫
）法
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
会
社
の
役
員
個
人
に
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
課
す
規
定
の
方
が
抑
止
効
果
は
大
き
い
と
い
う
見
解
も
あ（
胤
）る
。
二
つ
目
は
、
株
主
名
簿
に
つ
い
て

抑
止
効
果
が
考
え
ら
れ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
、
い
わ
ば
時
間
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
い
っ
た
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
委
任
状
合
戦
そ
の

他
株
主
の
勧
誘
に
つ
い
て
は
迅
速
性
が
要
求
さ
れ
る
の
で
、
裁
判
所
の
命
令
が
下
っ
て
か
ら
株
主
が
閲
覧
等
の
た
め
に
使
え
る
十
分
な
時
間

を
も
つ
ま
で
に
、
株
主
総
会
決
議
の
延
期
命
令
を
裁
判
所
が
出
し
得
る
と
す（
蔭
）る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
会
社
は
た
と
え
時
間
稼
ぎ
の
拒
否
を

し
て
も
、
時
間
切
れ
に
よ
る
株
主
不
利
の
状
態
に
は
も
ち
込
め
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

第
三
節　

閲
覧
権
の
制
限

一　

会
社
に
対
し
て
経
営
上
の
不
正
を
突
っ
つ
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
他
の
株
主
に
伝
え
る
た
め
に
帳
簿
・
記
録
の
閲
覧
を
請
求
す
る
株
主

は
会
社
に
と
っ
て
は
招
か
れ
ざ
る
客
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
会
計
士
や
弁
護
士
と
と
も
に
会
社
を
訪
れ
、
記
録
類
を
覗
こ
う
と

（ 24 ）
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す
る
株
主
の
態
度
を
不
愉
快
な
介
入
だ
と
し
て
、
会
社
の
役
員
や
従
業
員
ら
が
阻
止
し
よ
う
と
し
た
ケ
ー
ス
は
多（
院
）い
。
閲
覧
権
の
行
使
に

よ
っ
て
重
要
な
会
社
の
情
報
が
漏
れ
る
恐
れ
も
あ
り
、
実
際
に
濫
用
的
な
閲
覧
請
求
も
多
い
た
め
、
そ
れ
を
防
止
す
べ
く
現
在
の
各
州
に
お

け
る
制
定
法
は
以
下
の
よ
う
な
形
で
閲
覧
権
を
制
限
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
行
使
資
格
の
あ
る
株
主
で
あ
る
こ
と
、
②
書
面
に
よ
る
請
求
を

行
う
こ
と
、
③
合
理
的
な
と
き
に
請
求
す
る
こ
と
、
④
正
当
な
目
的
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ（
陰
）る
。
問
題
と
な
っ
て
き
た
の
は
①
②
、
特

に
④
で
あ
り
、
略
式
手
続
で
あ
る
と
し
て
も
、
訴
え
の
場
面
に
な
れ
ば
こ
れ
ら
の
点
が
争
点
と
な
る
こ
と
は
日
本
と
同
様
で
あ
る
。
以
下
、

①
②
④
の
順
に
詳
論
す
る
。

　

い
く
つ
か
の
州
で
は
制
定
法
に
株
主
の
行
使
資
格
を
設
け
る
。
具
体
的
に
は
、
二
二
の
州
で
株
式
の
保
有
期
間
を
、
二
三
の
州
で
五
〜

一
五
％
の
保
有
割
合
を
定
め
、
二
一
の
州
で
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
は
じ
め
、
保
有
期
間
・
割
合
い
ず
れ
か
の
要
件
記
載
を
定
め（
隠
）る
。
こ
れ

ら
は
も
と
も
と
、
模
範
事
業
会
社
法
に
な
ら
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
が
多
い
が
、
そ
の
模
範
事
業
会
社
法
自
体
が
一
九
八
四
年
、
株
主
を
差

別
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
保
有
要
件
を
撤
廃
し
て
い（
韻
）る
。
制
定
法
で
、
株
主
資
格
に
保
有
要
件
を
設
け
た
と
し
て
も
、
制
定
法
は
コ
モ
ン

ロ
ー
に
よ
る
閲
覧
権
を
補
足
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
説
明
さ
れ
る
の（
吋
）で
、
例
え
ば
五
％
の
少
数
株
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
定
法
の

下
で
も
単
独
株
主
は
コ
モ
ン
ロ
ー
に
従
っ
て
閲
覧
権
を
行
使
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
株
主
名
簿
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
保
有

割
合
五
％
の
要
件
を
設
け
る
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
で
、「
制
定
法
の
立
法
に
よ
り
コ
モ
ン
ロ
ー
は
排
除
さ
れ
た
」
と
す
る
判
例
が
あ
る
が
そ
れ

は
制
定
法
と
コ
モ
ン
ロ
ー
と
の
関
係
を
誤
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
批
判
を
招
い（
右
）た
。
そ
も
そ
も
五
％
と
い
う
よ
う
な
小
口
で
な
い
割
合
の
株

主
を
有
利
に
取
り
扱
う
十
分
な
根
拠
が
な
い
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
行
使
要
件
を
批
判
す
る
見
解
も
あ（
宇
）る
。

二　

閲
覧
の
請
求
は
書
面
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
株
主
の
閲
覧
目
的
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
、
会
社
側
も
株
主
が
何
を
調
査
し
た

い
の
か
知
る
こ
と
が
で
き（
烏
）る
。
も
ち
ろ
ん
、
閲
覧
請
求
の
目
的
と
請
求
対
象
で
あ
る
書
類
・
記
録
と
の
間
に
は
、
合
理
的
な
関
係
が
な
け
れ

ば
な
ら
な（
羽
）い
。
模
範
事
業
会
社
法
も
書
面
中
、
閲
覧
の
目
的
お
よ
び
閲
覧
を
希
望
す
る
記
録
が
合
理
的
な
特
定
性
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
、
か

（ 25 ）
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つ
記
録
が
そ
の
目
的
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す（
迂
）る
。
も
っ
と
も
実
務
上
認
め
ら
れ
て
い
る
閲
覧
対
象
は
緩
や
か
に

捉
え
ら
れ
、
帳
簿
・
記
録
、
勘
定
元
帳
、
領
収
書
、
請
求
書
そ
の
他
会
社
の
財
務
状
態
を
証
す
る
資
料
は
も
ち
ろ
ん
、
契
約
書
や
継
続
取
引

の
記
録
、
書
状
、
実
際
の
工
場
設
備
ま
で
も
調
査
し
得
る
と
さ
れ
て
お（
雨
）り
、
記
録
の
簡
単
な
要
約
や
原
本
の
代
用
書
類
、
会
社
の
会
計
監
査

人
に
準
備
し
て
も
ら
っ
た
財
務
諸
表
で
は
足
り
な
い
と
さ
れ（
卯
）る
。
た
と
え
制
定
法
で
一
定
の
資
料
・
記
録
、
例
え
ば
株
式
原
簿
（stock  

ledger

）
お
よ
び
株
主
リ
ス
ト
（shareholders list

）
に
限
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
株
主
は
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
に
よ
り
取
締
役

会
・
株
主
総
会
議
事
録
、（m

inutes of the m
eetings of directors and shareholders

）、
会
計
帳
簿
（books of account

）
そ
の
他
会

社
の
文
書
（corporate docum

ents

）
を
閲
覧
し
得
る
こ
と
と
な
る
。
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
制
定
法
に
よ
る
と
、
公
開
会
社
の
会
計

帳
簿
閲
覧
に
実
質
的
制
限
が
加
え
ら
れ
る
が
、
会
社
の
書
類
・
記
録
を
調
査
の
た
め
提
出
せ
よ
と
命
じ
る
明
文
の
権
限
規
定
（N

. C
. G

en. 

Stat. 55-16-02

（e

）（2

）（1990

）
に
よ
り
、
裁
判
所
は
制
定
法
と
は
別
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
を
排
除
し
な
い
判
断
を
下
し
得
る
と
さ

れ（
鵜
）る
。
請
求
理
由
と
閲
覧
対
象
の
記
載
が
必
要
と
さ
れ
、
な
お
か
つ
そ
の
間
に
関
連
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て（
窺
）も
、
実
際
に
は
そ
れ

ほ
ど
厳
格
に
は
運
用
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
裁
判
所
と
し
て
は
た
と
え
広
範
囲
の
記
録
の
請
求
が
あ
っ
て
も
、
会
社
の
言
い
分
も
聞
き
な
が

ら
必
要
な
範
囲
に
ま
で
制
限
を
加
え
る
条
件
を
つ
け
得
る
か
ら
で
あ（
丑
）る
。

三　

ア
メ
リ
カ
法
で
は
濫
用
的
な
閲
覧
請
求
を
排
除
す
る
た
め
に
、
正
当
な
目
的
（proper purpose

）
の
た
め
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
基

準
が
判
例
法
上
確
立
さ
れ
て
き
た
。
制
定
法
上
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
正
当
な
目
的
を
株
主
側
が
立
証
す
る
の
か
、
正
当
で
な
い
こ
と
を

会
社
側
が
立
証
す
る
の
か
、
各
州
に
よ
っ
て
異
な
る
。
一
般
に
何
が
正
当
目
的
で
何
が
正
当
で
な
い
（
不
当
な
）
目
的
か
は
、
判
例
か
ら
い

く
つ
か
の
類
型
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
概
ね
、
会
社
の
株
式
評
価
お
よ
び
財
務
状
態
の
調
査
、
経
営
者
の
違
法
行
為
な
い
し
経
営
の
失
敗
の

調
査
、
株
主
間
で
の
連
絡
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
理
由
で
あ
れ
ば
正
当
で
あ
り
、
単
な
る
好
奇
心
や
嫌
が
ら
せ
の
目
的
、
事
業
秘
密
の

獲
得
は
不
当
で
あ
る
と
さ
れ（
碓
）る
。
売
却
ま
た
は
投
資
の
価
値
を
知
る
た
め
株
式
価
値
を
評
価
す
る
と
い
う
目
的
は
、
日
本
で
は
閲
覧
権
の
性

（ 26 ）
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質
論
（
共
益
権
説
）
か
ら
異
議
の
出
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う（
臼
）が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
株
主
の
所
有
者
た
る
地
位
か
ら
当
然
導
か
れ
る
権
利
と
さ

れ
る
た
め
正
当
な
目
的
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
当
然
、
会
社
の
財
務
状
態
に
つ
い
て
も
、
会
社
が
長
き
に
わ
た
り
配
当
を
出
さ
な（
渦
）い
、
あ
る

い
は
法
外
な
配
当
・
ボ
ー
ナ
ス
を
出
し
過
ぎ
る
と
い
っ
た
原
因
の
調
査
を
株
主
が
望
む
こ（
嘘
）と
は
正
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
株
主

側
か
ら
見
た
訴
訟
戦
略
と
し
て
、
取
締
役
の
違
法
行
為
や
誤
っ
た
経
営
を
目
的
と
し
て
挙
げ
る
の
が
最
も
賢
明
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
ラ

ウ
ェ
ア
に
お
け
る
近
時
の
閲
覧
請
求
事
件
に
お
い
て
、
経
営
者
の
誤
っ
た
経
営
、
誠
実
義
務
違
反
な
ど
不
法
行
為
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て

閲
覧
を
認
め
ら
れ
た
割
合
は
約
七
割
（
七
一
・
五
％
）
で
あ
り
、
他
の
目
的
を
掲
げ
て
閲
覧
を
認
め
ら
れ
た
場
合
が
約
六
割
で
あ
る
こ
と
に

比
べ
れ
ば
、
成
功
率
が
高
い
か
ら
で
あ（
唄
）る
。
閲
覧
請
求
目
的
が
会
社
へ
の
嫌
が
ら
せ
に
つ
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
閲
覧
を
認
め
な
い

が
、
裁
判
所
と
し
て
は
株
主
の
掲
げ
る
目
的
が
文
面
上
純
粋
か
ど
う
か
を
判
断
す
れ
ば
よ
く
、
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
隠
れ

た
動
機
や
副
次
的
動
機
が
あ
っ
て
も
閲
覧
を
否
定
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い（
欝
）る
。
株
主
名
簿
の
閲
覧
に
至
っ
て
は
株
主
間
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
目
的
で
あ
る
と
し
て
お
け
ば
全
体
の
八
割
強
に
お
い
て
閲
覧
に
成
功
す
る
（
そ
れ
以
外
で
は
七
割
）
と
い
う
報
告

が
あ（
蔚
）り
、
委
任
状
合
戦
や
他
の
株
主
の
議
決
権
行
使
へ
の
影
響
で
あ
れ
ば
そ
の
意
義
は
大
き
い
と
し
て
そ
れ
以
上
の
不
当
な
目
的
が
詮
索
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
わ
れ（
鰻
）る
。
事
業
上
の
機
密
情
報
を
獲
得
す
る
目
的
は
不
当
目
的
と
な
る
の
が
一
般
ル
ー
ル
で
あ（
姥
）り
、
情
報
を
得
た
後

に
株
主
が
そ
れ
を
悪
用
す
る
危
険
が
あ
る
と
会
社
側
が
主
張
し
て
も
、
そ
れ
以
外
の
正
当
な
目
的
を
も
つ
請
求
に
対
す
る
拒
否
を
正
当
化
す

る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
判
例
が
あ（
厩
）る
。

　

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
に
お
け
る
正
当
目
的
の
扱
わ
れ
方
を
見
る
と
、
問
題
の
本
質
は
正
当
目
的
の
是
非
よ
り
も
閲
覧
を
認
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
会
社
へ
の
影
響
に
着
目
す
る
方
が
理
解
し
や
す
い
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
会
計
帳
簿
類
に
関
し
て
は
、
株
式
の

評
価
、
会
社
の
財
務
状
態
の
調
査
、
株
主
名
簿
の
類
に
関
し
て
は
、
株
主
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
目
的
に
挙
げ
て
お
け
ば
正
当
目
的
と

認
め
ら
れ
る
が
、
実
際
に
株
主
の
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
そ
の
閲
覧
が
会
社
の
利
益
を
害
す
る
差
し
迫
っ
た
危
険
と
な
る
か

（ 27 ）
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ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
株
主
名
簿
等
関
係
書
類
の
閲
覧
請
求
拒
否
に
つ
き
、
様
々
な
争
点
を
も
つ
一
九
九
三
年
の

C
om

paq

判
決
で
は
、
会
社
側
が
（
会
社
が
株
式
売
却
す
る
に
あ
た
り
、
株
式
の
真
の
価
値
に
つ
き
投
資
家
を
誘
導
し
た
）
会
社
の
詐
欺
や

不
正
が
判
明
し
損
害
賠
償
額
が
増
え
る
こ
と
は
会
社
の
利
益
に
反
す
る
と
主
張
し
た
が
裁
判
所
は
会
社
が
賠
償
額
の
支
払
回
避
は
正
当
な
会

社
の
利
益
で
は
な
い
と
し
て
い（
浦
）る
。

　

制
定
法
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
で
は
株
主
名
簿
の
み
に
つ
き
会
社
側
の
立
証
負
担
と
す
る
に
と
ど
ま
り
、
他
の
書

類
・
記
録
に
関
し
て
は
原
告
株
主
の
勝
訴
可
能
性
を
低
く
抑
え
よ
う
と
す（
瓜
）る
。
そ
し
て
、
原
告
勝
訴
の
場
合
で
も
「
そ
の
裁
量
に
よ
り
閲
覧

に
関
す
る
制
限
も
し
く
は
条
件
を
定
め
…
…
る
こ
と
が
で
き（
閏
）る
と
し
て
、
会
社
利
益
が
害
さ
れ
な
い
よ
う
な
配
慮
を
し
て
い
る
。
裁
判
所
と

し
て
は
、
し
ば
し
ば
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
る
弁
護
士
や
会
計
士
等
代
理
人
の
補
助
に
よ
る
閲
覧
に
つ（
噂
）き
、
会
社
に
敵
対
し
た
り
あ
る
い
は
権

限
を
濫
用
使
用
と
す
る
よ
う
な
代
理
人
を
雇
わ
な
い
よ
う
に
と
の
条
件
を
課
す
こ
と
が
で
き
、
両
当
事
者
間
で
中
立
で
あ
る
者
を
任
命
す
る

よ
う
命
じ
る
こ
と
も
で
き
る
、
と
さ
れ（
云
）る
。
閲
覧
対
象
が
広
い
た
め
、
書
類
・
記
録
中
に
秘
密
の
製
造
工
程
や
顧
客
リ
ス
ト
の
よ
う
な
独
占

的
情
報
に
つ
い
て
は
前
も
っ
て
秘
密
保
持
協
定
（confidentiality agreem

ent

）
を
結
ん
で
お
く
な
ら
ば
、
会
社
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
ま
た
訴
訟
も
長
引
く
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ（
運
）る
。
長
期
間
投
資
を
行
い
モ
ニ
タ
ー
し
続
け
る
機
関
投
資
家
で
あ
れ
ば
、

こ
の
協
定
は
誠
実
に
守
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
敵
対
的
買
収
に
よ
り
支
配
権
を
積
極
的
に
求
め
る
株
主
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ

う
な
協
定
で
会
社
の
利
益
保
護
は
期
待
で
き
な（
雲
）い
。
こ
の
点
で
閲
覧
請
求
を
会
社
が
拒
否
し
た
後
、
十
分
な
理
由
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば

裁
判
所
が
任
命
す
る
閲
覧
者
お
よ
び
会
計
監
査
人
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
規
定
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
会
社
法
に
あ
り
、
両
者
の
調
整
を

す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ（
荏
）る
。

（ 28 ）
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註（
61
） 

閲
覧
権
導
入
当
時
に
お
け
る
、
ア
メ
リ
カ
の
株
主
閲
覧
権
と
そ
の
沿
革
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
と
の
比
較
法
制
に
つ
き
詳
し
く
紹
介
す
る
論
文
と

し
て
和
座
一
清
「
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
株
主
の
帳
簿
・
書
類
の
閲
覧
権
（
上
）（
中
）（
下
）」
金
沢
法
学
一
巻
一
号
六
〇
頁
〜
（
一
九
五
五
）、
一
巻

二
号
一
八
一
頁
〜
（
一
九
五
六
）、
二
巻
二
号
一
五
四
頁
〜
（
一
九
五
七
）、
小
橋
一
郎
「
帳
簿
閲
覧
権
」
田
中
耕
太
郎
編
『
株
式
会
社
法
講
座
第
四

巻
』
一
四
五
一
頁
〜
（
一
九
五
六
）
参
照
。
会
社
の
書
類
全
般
に
つ
い
て
の
閲
覧
権
の
英
米
法
制
を
紹
介
す
る
論
文
と
し
て
蓮
井
（
前
掲
第
二
章
注

12
）
参
照
。

（
62
） G

ery v. H
opkins, 87E

ng. R
ep. 1142

（1702

）
が
会
計
帳
簿
・
記
録
閲
覧
権
を
最
初
に
認
め
た
判
例
の
一
つ
と
さ
れ
る
。T

hom
as, 

Im
proving Shareholder M

onitoring of C
orporate M

anagem
ent by E

xpanding Statutory A
ccess to Inform

ation, 38 A
riz. L

. R
ev. 

331, 335

（1996

）.

（
63
） State ex rel. B

ulkley v. W
hited &

 W
heless, 28So. 922, 925

（L
a. 1901

）; Varney v. B
aker, 80N

. E
. 524

（M
ass. 1977

）
で
は
、

準
所
有
（quasi-ow

nership

） 
あ
る
い
は
衡
平
法
上
の
所
有
（equitable ow

nership

）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
明
言
す
る
。

（
64
） H

offnagle &
 B

utler, Shareholders, R
ight to Inspection of C

orporate Stock L
edger, 4C

onn. L
. R

ev. 707, 709

（1972

）.

（
65
） Tcherepnin v. K

night, 389 U
. S. 332, 343-44

（1967

）. C
f. 5A

 F
letcher, C

yclopedia of the L
aw

 of P
rivate C

orporation  §2213

（1987

）.

（
66
） Shaw

 v. A
gri M

ark, Inc., 663A
. 2d 464, 467

（D
el. 1995

）. 

「
閲
覧
権
は
株
主
が
会
社
財
産
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
に
付
随
す
る
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
…
…
ま
た
、
自
己
を
守
る
た
め
に
株
主
ば
一
部
所
有
し
て
い
る
会
社
の
業
務
を
代
理
人
が
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
か
を

知
る
権
限
が
株
主
に
与
え
ら
れ
る
」
と
判
示
す
る
。

（
67
） C

f. C
al. C

orp. C
ode  §§1600, 1602; D

el. G
en. C

orp L
aw

 §220; N
. Y. B

us. C
orp. L

aw
 §624.

（
68
） 

本
章
第
三
節
参
照
。
な
お
、
コ
モ
ン
ロ
ー
か
ら
制
定
法
上
の
閲
覧
権
の
発
展
に
つ
い
て
は
、T

hom
as, supra note 62 at 336, 339

を
参
照
。

（
69
） C
ary &

 E
isenberg, C

orporations, 7th ed at 319

（1995

）.

（
70
）  B

lack ’s L
aw

 D
ictionary, 961

（6th. ed. 1990

）.

（
71
） N

ote, P
roper P

urpose for Inspection of C
orporate Stock L

edger, 1970 D
uke L

. J. 393, 396. 

（
72
） 2 Folk, 

Ⅲ, et al., Folk on the D
elaw

are G
eneral C

orporation L
aw

, §220.2.
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30

（
73
）　

T
ucson G

as &
 E

lec. C
o. v. Schanz, 428P. 2d 686

（A
riz. C

t. A
pp. 1967

）; M
aster M

ortgage C
orp. v. C

raven, 193S. E
. 2d 567

（G
a. C

t. A
pp. 1972

）; Johncam
p R

ealty. Inc. v. Sandere, 415N
. Y. S. 2d 949

（Sup. C
t. 1979

）. 
（
74
） Scattered C

orp v. C
hicago Stock E

xch., Inc., 671A
. 2d 874, 878

（D
el. C

h. 1994

）. 

（
75
） C

aspary v. L
ouisiana L

and &
 E

xploitation C
o., 707F. 2d 785

（4th C
ir. 1983

）. 

（
76
） 

歴
史
的
に
は
職
務
執
行
令
状
は
公
的
な
権
利
・
義
務
を
遂
行
す
る
の
に
使
用
さ
れ
た
た
め
、
申
立
は
州
の
名
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
。
例
え
ば
、

State ex rel. Foster v. Standard O
il C

o. of K
an., 18A

. 2d 235. 240 

（D
el. 1941

）. 

な
お
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
（Fed. R

. C
iv. P. 81

（b

））
と
の
関
連
で
廃
止
。

（
77
） C

ox &
 H

azen, C
ox &

 H
azen on C

orporations

（2nd ed.

） 732

（2003

）; D
e Vengoecha, 91A

. 314

（N
. J. Sup. C

t. 1914

）. 

（
78
） Starr &

 Schm
idt, Inspection R

ights of C
orporate Stockholders: Tow

ard a M
ore E

ffective Statutory M
odel, 26U

. F
la. L

. R
ev. 

173, 186

（1974

）. C
f. M

odel B
usiness C

orporation A
ct A

nnotation

（3rd.ed

）Vol. 4

（1994

）（
以
下
、M

B
C

A

と
略
す
）§16.04 O

ffi-

cial C
om

m
ent, 16-62 Statutory C

om
parison, 16-65.

（
79
） C

f. note 85.

（
80
） C

f. L
evine v. sm

ith, 591A
. 2d 194, 208

（D
el.1991

）. 

（
81
）  E

state of Polin v. D
iam

ond State Poultry C
o., N

o. 6374, 1981 W
L

 7612, at 2

（D
el. C

h. A
pr. 14, 1981

）.

（
82
） 5A

 F
letcher, supra note 65, §2213

（perm
. ed. rev. vol. 1987

）. 

（
83
） R

ales v. B
lasband, 634 A

. 2d 927 at 934 n. 10
（1993

）. 

た
だ
、§220

の
手
続
は
民
事
訴
訟
法
上
の
証
拠
開
示
手
続
の
代
用
で
は
な
い
と

す
る
判
決
も
あ
る
。L

ipm
an v. N

ational M
ed. W

aste, Inc., C
. A

. N
o. 12260

（D
el. C

h. M
ay 4, 1992

）, slip op. at 3; T
hom

as supra 

note 62 at 358-59.

（
84
）  C

onference R
eport on P

rivate Securities L
itigation R

eform
 A

ct, 1995 D
E

R
 231d 99 in L

E
X

IS, at 13-14. 

（
85
） T
hom

as &
 M

artin, U
sing State Inspection Statutes for D

iscovery in G
eneral Securities Fraud A

ctions, 77B
. U

.  L
. R

ev. 69.

（1997

）. 

（
86
） T

hom
as, supra note 62  at 351-65. 

（
87
） Id. at 352-56. 
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（
88
） Id. at 355-56. 

数
十
万
ド
ル
に
及
ぶ
と
述
べ
る
論
文
も
あ
る
。B

lack, D
isclosure, N

ot C
ensorship, 17J. C

orp. L
. 49, 68

（1991

）.
（
89
） 

一
九
八
二
年―

一
九
九
四
年
に
お
け
る
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
九
一
件
中
七
一
件
、
う
ち
二
五
件
が
原
告
勝
訴
、
四
六
件
が
申
立
取
り
下
げ
に
よ
る
閲

覧
権
獲
得
で
あ
る
。

（
90
） 
一
九
八
二
年―

一
九
九
四
年
に
お
け
る
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
の
五
三
件
中
三
六
件
。
う
ち
六
三
件
は
裁
判
所
の
命
令
に
よ
り
、
二
三
件
は
当
事
者
の

合
意
に
よ
る
。
は
、
帳
簿
・
記
録
を
得
た
と
し
て
も
必
要
十
分
な
だ
け
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。2F

olk, supra note 72.

（
91
） H

am
ilton, T

he L
aw

 of C
orporations 5th. ed. at 601; M

B
C

A
 A

nnotation

（3rd. ed

） Vol. 4

（1994

） at 16-66.

（
92
） State ex rel. G

undaker v. D
avis, 932 S.  W

. 2d 885

（M
o. C

t. A
pp. 1996

）.

（
93
） B

erkow
itz v. A

stro M
oving and Storage C

o., 658N
. Y.  S. 2s 425

（Sup. C
t. 1997

）.

（
94
） T

hom
as, supra note 62 at 366-67. 

（
95
） M

B
C

A
 A

nn., supra note 91 at 16-67.

（
96
） O

stgrow
 v. B

onney Forge C
orp., N

o. 13270, 1994 W
L

 114807, at 13

（D
el. C

h. A
pr. 6, 1994

）.

（
97
） M

ahoney, T
he A

ctive Shareholder 207

（1993

）.

（
98
） 2Folk, supra note 72, §220. 7. 5.

（
99
） W

atson, P
rotecting the Shareholders, R

ight to Inspect the Share R
egister in C

orporate P
roxy C

ontests for the E
lection of 

D
irectors, 50S. C

al. L
. R

ev. 1273, 1277

（1977
）.

（
100
） C

al. C
orp. C

ode §1604.

「
裁
判
所
は
株
主
が
…
…
負
担
し
た
弁
護
士
の
報
酬
を
含
む
相
当
な
費
用
に
つ
き
そ
の
者
に
償
還
す
る
に
十
分
な
額
を

裁
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

（
101
） M

B
C

A
§16.04

（c

）.「
株
主
の
権
利
に
つ
い
て
疑
う
べ
き
合
理
的
な
根
拠
を
有
す
る
こ
と
を
理
由
に
善
意
で
閲
覧
を
拒
否
し
た
こ
と
を
会
社
が
証

明
し
な
い
限
り
弁
護
士
費
用
を
含
む
原
告
側
の
費
用
の
支
払
を
裁
判
所
は
会
社
に
命
じ
得
る
」

（
102
） C
f. Starr &

 Schm
idt, supra note 78 at 176, 188.

（
103
） C

al. C
orp. C

ode §1600

（b

）.

（
104
） 

請
求
と
拒
否
に
つ
き
株
主
と
会
社
側
と
が
鋭
く
対
立
し
た
判
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
。State ex rel. P

illsbury v. 

H
oneyw

ell, Inc., 191N
. W

. 2d 406

（M
inn. 1971

）; M
alone v. D

im
co C

orp., 328 N
. Y

. S. 2d 65

（Sup. C
t. 1969

）; M
oore v. R

ock 

（ 31 ）
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C
reek O

il C
o., 59S. W

. 2d 815, 818

（Tex. C
om

m
, n A

pp. 1933

）; G
eneral Inv. C

o. v. A
m

erican H
ide &

 L
eather C

o., 127A
. 529, 

535

（N
. J. C

h. 1925

）.
（
105
） C

ox &
 H

azen, supra note 77 at 728.

（
106
） M

B
C

A
. A

nn., supra note 91 at 16-22. 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
は
五
％
ま
た
は
六
ヶ
月
と
す
る
。

（
107
） M

B
C

A
 §16.02

（a

）. 

な
お
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
も
保
有
要
件
は
な
い
。C

f. D
el. C

ode A
nn. tit. 8,  §220

（2001

）. 
C

al. C
orp C

ode §1601.

（
108
） C

ary &
 E

isenberg, supra note 69.

（
109
） N

ote, C
aspary v. L

ouisiana L
and &

 E
xploration C

o., T
he C

om
m

on L
aw

 R
ight to Inspect C

orporate R
ecords for P

roper P
ur-

pose, 43M
d. L

. R
ev. 572

（1984

）. 

な
お
、
そ
の
後
原
告
株
主
は
他
の
株
主
に
よ
る
閲
覧
権
行
使
を
通
じ
て
株
主
名
簿
の
閲
覧
を
な
し
得
た
が
、

裁
判
所
の
命
令
後
、
株
主
総
会
ま
で
一
五
日
し
か
な
く
、
結
局
委
任
状
合
戦
に
敗
れ
て
い
る
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
田
村
詩
子
「
株
主
に
よ
る
株
主

名
簿
の
閲
覧
請
求
」
商
事
法
務
一
二
二
八
号
三
五
頁
、
三
七
頁
（
一
九
九
〇
）
参
照
。

（
110
） C

lark, C
orporate L

aw
, 99

（1986
）.　

（
111
） 5A

 F
letcher, supra note 65, §§2246-2247. 

し
か
し
、
調
査
の
必
要
性
を
会
社
が
自
ら
招
い
て
い
る
場
合
は
、
書
面
に
よ
ら
な
く
て
よ
い
と

さ
れ
る
。
例
え
ば
、
会
社
が
二
三
年
に
わ
た
り
財
務
諸
表
を
開
示
し
た
こ
と
の
な
い
場
合
に
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
事
業
会
社
法
六
二
四
条
の
書
面
に

よ
る
閲
覧
請
求
通
知
は
必
要
で
な
い
と
し
た
判
例
が
あ
る
。O

’B
rien v. O

’B
rien, 427N

. Y
. S. 2d 287

（A
pp. D

iv. 1980

）. 

（
112
） 

合
理
的
関
連
性
に
触
れ
る
判
例
と
し
て
、Security F

irst C
orp. v. U

. S. D
ie C

asting and D
ev. C

o., 687A
. 2d 563 

（D
el. 1997

）
が
あ

る
。

（
113
）  M

B
C

A
 16.02

（b

）（c

）.

（
114
） M

eyer v. Ford Indus., 538P. 2d 353

（O
r. 1975

）; A
lexandar, L

aw
 of C

orporations and O
ther B

usiness E
nterprises 3rd ed., 537

（1983

）. 

二
〇
世
紀
初
期
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
閲
覧
権
を
行
使
さ
せ
る
た
め
裁
判
所
は
原
告
株
主
が
帳
簿
・
記
録
中
の

記
載
事
項
を
検
証
す
る
の
に
鉱
業
用
財
産
を
訪
れ
て
十
分
に
調
査
で
き
る
よ
う
、
取
締
役
か
ら
鉱
業
担
当
者
に
命
じ
て
お
く
べ
き
と
の
内
容
の
職
務

執
行
令
状
を
発
行
し
て
い
る
。H

obbs v. T
om

 R
ead G

old M
ining C

o., 129P. 781

（C
al. 1913

）. 

（
115
） H

am
ilton, supra note 91 at 603. 
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（
116
） Persons v. Jefferson-P

ilot C
orp., 426 S. E

. 2d 685

（N
. C

. 1993

）. 
（
117
） 

模
範
事
業
会
社
法
一
六
・
〇
二
条
（
ｃ
）
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「
次
の
場
合
に
の
み
株
主
は
（
ｂ
）
項
に
定
め
る
記
録
を
閲
覧
し
か
つ

謄
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
１
）
そ
の
請
求
が
善
意
で
か
つ
正
当
な
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
る
、（
２
）
株
主
が
そ
の
目
的
お
よ
び
閲
覧
を
希
望
す

る
記
録
を
合
理
的
に
詳
細
に
示
す
と
き
、
な
ら
び
に
（
３
）
記
録
が
そ
の
目
的
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
き
」。

（
118
） W

ells v. L
eague of A

m
erican T

heatres &
 P

roducers, Inc., 706 N
. Y. S. 2d 599, 604

（Sup. C
t. 2000

）; Troccoli v. L
 &

 B
 C

on-

tract Indus., Inc., 687 N
. Y. S. 2d 400, 401

（A
pp. D

iv. 1999

）.

（
119
）  C

ox &
 H

azen, supra note 77 at 723-25; C
lark, supra note 110 at 100-05; 5A

 F
lether, supra note 65, at 2226.1, 1116.4

（1995

）; 
Folk on the D

elaw
are G

eneral C
orporation L

aw
, A

 C
om

m
entary and A

nalysis

（3rd. ed

） et al Vol.

Ⅱ§§ 220. 7. 3-220. 7.4 

（1995

）. 

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に
お
け
る
「
正
当
目
的
に
つ
い
て
の
判
例
と
そ
の
考
え
方
」
に
つ
い
て
は
米
山
毅
一
郎
「
株
主
の
株
主
名
簿
閲
覧
謄
写
請
求
に
関
す

る
一
考
察
」『
小
室
金
之
助
先
生
還
暦
記
念
・
現
代
企
業
法
の
諸
問
題
』
一
二
九
頁
（
一
九
九
六
）
が
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

（
120
） 

第
二
章
２
（
３
）
参
照
。

（
121
） Triedm

an v. A
ltoona P

ipe &
 Steel Supply C

o., 460F. 2d 1212

（3rd C
ir 1972

）; Troccoli v. L
 &

 B
 C

ontract Indus., Inc., 687N
. Y. 

S. 2d 400, 401

（A
pp. D

iv. 1999

）.

（
122
） G

regson v. Packings &
 Insulations C

orp., 708A
. 2d 533

（R
. I. 1998

）; Tow
le v. R

obinson Springs C
orp., 719A

. 2d 880

（V
t.  

1998

）.

（
123
） T

hom
as, supra note 62 at 353.　

誤
っ
た
経
営
を
掲
げ
て
閲
覧
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、Security First C

orp. v. U
. S. D

ie 

C
asting and D

ev. C
o., 687A

. 2d 563

（D
el. 1997

）; E
verett v. H

ollyw
ood Park, Inc., 1996 W

L
 32171

（D
el. C

h. 1996

）.

（
124
） G

eneral T
im

e C
orporation v. Talley Industries, Inc., D

el. Supr., 240A
. 2d 755

（1968

）; M
ite C

orporation v. H
eli-C

oil C
orpo-

ration, D
el. C

h., 256A
. 2d 855

（1969

）.

ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
最
高
裁
で
出
た
近
時
の
判
決
で
は
、
組
合
に
お
け
る
帳
簿
・
記
録
の
内
容
を
地

元
新
聞
社
に
勤
め
る
組
合
員
幹
部
が
他
の
組
合
員
に
新
聞
で
公
表
し
た
い
と
思
う
場
合
に
さ
え
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
注
目
さ
れ
た
。

Schein v. N
orthern R

io A
rriba E

lectric C
ooperative, Inc., 122N

. M
. 800, 932 P. 2d 490

（1997

）; N
ote, C

orporate L
aw

-

Form
ulating and A

pllying a 

〝P
roper P

urpose

〞 A
nalysis to a B

ooks and R
ecords Inspection R

equest-Schein v. N
orhern R

io 

A
rriba E

lectric C
ooperative. 28N

. M
. L

. R
ev. 133

（1998

）.
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（
125
） T

hom
as, supra note 62 at 356. 

（
126
） M

ahoney, supra note 97 at 208.
（
127
） M

orton v. R
ogers, 514P. 2d 752

（A
riz C

t. A
pp. 1973

）; K
eeneland A

ssoc v. Pessin, 484 S. W
. 2d 849

（K
y. 1972

）.

（
128
） Skoglund v. O

rm
and Inds., 372A

. 2d 204

（D
el. C

h. 1976

）.

（
129
） C

om
paq C

om
puter C

orp. v. H
orton 631 A

. 2d 1

（D
el. Sup. 1993

）. 

事
案
の
概
要
と
各
論
点
に
つ
き
、
黒
沼
悦
郎
「
株
式
原
簿
・
閲
覧

請
求
権
行
使
の
正
当
な
目
的
」
商
事
一
四
九
一
号
三
九
頁
（
一
九
九
八
）
参
照
。

（
130
） D

el. G
en. C

orp. L
aw

 §220

（c

）.

（
131
） Id.

（
132
） M

B
C

A
 §16.03

（a
）; D

el. G
en. C

orp. L
aw

 §220

（b

）; C
al. C

orp. C
ode §1601

（b

）.

（
133
） C

f. K
ortum

 v. W
ebasto Sunroofs, Inc., 769A

. 2d 113

（D
el. C

h. 2000

）.

（
134
） T

hom
as, supra note 62 at 368.

（
135
） 

も
っ
と
も
、
会
社
の
支
配
権
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
株
主
に
対
し
て
は
請
求
は
拒
否
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。cf. T

hom
as S. B

etts C
orp. v. 

L
eviton M

fg. C
o., 681A

. 2d 1026, 1031
（D

el. 1996

） 

で
は
「
浪
費
と
誤
っ
た
経
営
と
い
う
主
張
は
株
主
名
簿
を
見
る
た
め
の
真
の
目
的
で

あ
る
支
配
権
獲
得
の
口
実
に
す
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
た
。

（
136
） C

al. C
orp. C

ode §1603

（a

）.

「
適
法
な
閲
覧
請
求
に
つ
き
拒
否
が
あ
っ
た
と
き
は
…
…
裁
判
所
は
公
正
か
つ
正
当
な
条
件
で
閲
覧
権
を
強
制
す

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
は
正
当
な
理
由
が
立
証
さ
れ
る
と
き
は
…
…
州
内
で
保
管
さ
れ
る
帳
簿
・
記
録
を
監
査
す
る
一
人
ま
た
は
数
人
の
資
格
あ
る

閲
覧
人
も
し
く
は
会
計
士
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
」。　
（
b
）「
会
社
の
す
べ
て
の
役
員
…
…
は
裁
判
所
侮
辱
の
罰
の
も
と
に
…
…
帳

簿
・
書
面
を
右
の
よ
う
に
任
命
さ
れ
た
閲
覧
人
ま
た
は
会
計
士
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。 

（ 34 ）
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第
四
章　

日
本
法
へ
の
示
唆

　

第
一
節　

日
米
間
の
相
違
点

　

ア
メ
リ
カ
で
は
日
本
と
異
な
り
、
株
主
権
の
性
質
に
関
す
る
自
益
権
、
共
益
権
の
観
念
が
な
く
、
会
計
帳
簿
・
記
録
閲
覧
権
は
、
株
主
の

会
社
所
有
者
た
る
地
位
を
基
礎
に
コ
モ
ン
ロ
ー
上
認
め
ら
れ
て
き
た
本
来
的
絶
対
的
な
権
利
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
法
が

日
本
法
へ
の
参
考
に
な
ら
な
い
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
沿
革
的
な
違
い
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ

う
に
、
経
営
者
が
会
社
に
関
す
る
資
料
を
株
主
に
見
せ
な
い
よ
う
に
防
衛
し
、
株
主
が
そ
れ
を
突
破
し
よ
う
と
す
る
構
図
や
、
裁
判
所
や
法

も
株
主
の
権
利
行
使
に
歯
止
め
を
か
け
て
会
社
の
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
の
は
日
本
と
同
様
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
権
利
実
現
の
運

用
の
ど
の
場
面
で
歯
止
め
が
か
け
ら
れ
て
い
る
か
が
日
米
で
異
な
る
。
特
に
特
筆
す
べ
き
異
な
る
点
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な

る
。
①
単
独
株
主
権
と
さ
れ
て
い
る
州
が
多
い
が
、
行
使
要
件
を
定
め
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
限
定
の
仕
方
も
様
々
で
あ
る
。
②
閲
覧
請
求
理

由
は
額
面
通
り
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
不
当
目
的
と
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
③
閲
覧
対
象
は
相
当
広
く
認
め
ら
れ
、
閲
覧
理
由

と
と
も
に
請
求
段
階
で
厳
格
に
明
示
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
な
い
。
④
略
式
手
続
に
よ
る
訴
訟
形
態
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
迅
速
な
権
利
実

現
を
図
る
と
と
も
に
、
実
際
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
裁
判
所
が
「
条
件
」
を
つ
け
得
る
。
⑤
株
主
は
弁
護
士
や
会
計
士
等
の
専
門
家
を
代
理
人

に
任
命
し
、
そ
の
代
理
人
を
通
し
て
権
利
行
使
を
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

要
す
る
に
、
日
本
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
、
閲
覧
請
求
が
あ
れ
ば
と
り
あ
え
ず
拒
否
し
て
時
間
稼
ぎ
を
し
、
訴
訟
に
も
ち
込
む
点
で
同
じ
で

あ
る
が
、
訴
訟
に
な
れ
ば
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
条
件
を
付
す
こ
と
で
問
題
を
調
整
し
、
日
本
の
裁
判
所
は
法
律
の
解
釈
に
よ
っ
て
請
求
理

由
、
対
象
に
絞
り
を
か
け
よ
う
と
す
る
（
株
主
名
簿
の
場
合
は
、
正
当
目
的
の
有
無
や
権
利
濫
用
論
で
絞
る
）。
そ
の
解
釈
論
を
展
開
す
る

（ 35 ）
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際
に
株
主
の
権
利
の
性
質
な
ど
に
関
す
る
理
論
が
利
用
さ
れ
て
き
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
、
い
わ
ば
日
本
独
自
と
い
え
る
議
論
に
ア
メ
リ

カ
と
の
立
場
の
違
い
を
理
由
付
け
と
し
て
強
調
し
て
も
説
得
力
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
閲
覧
権
と
い
う
株
主
の
重
要
な
情
報
収
集
権

の
実
現
に
い
か
な
る
運
用
が
最
も
資
す
る
か
、
そ
の
際
、
会
社
の
利
益
は
い
か
に
図
ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
の
解
明
の
ほ
う
が
必
要
で
あ

る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
解
釈
論
で
権
利
行
使
に
絞
り
を
か
け
る
日
本
よ
り
も
、
手
続
過
程
で
限
定
を
加
え
る
ア
メ
リ
カ
の
方
が
妥
当
な
解

決
を
図
り
得
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
訴
訟
制
度
の
下
で
は
オ
ー
ル
オ
ア
ナ
ッ
シ
ン
グ
の
結
論
し
か
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
会
社

資
料
の
一
部
開
示
、
閲
覧
な
ど
、
柔
軟
な
対
応
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
全
面
開
示
に
よ
っ
て
会
社
の
利
益
が
害
さ
れ
る
と
な
る
と
、
無

理
な
解
釈
を
し
て
で
も
請
求
の
全
面
拒
否
を
認
め
る
方
向
に
裁
判
所
が
傾
く
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
閲
覧
対
象
を
限
定

す
る
こ
と
自
体
、
本
来
あ
る
べ
き
姿
勢
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
条
文
上
対
象
を
限
定
す
る
文
言
は
ど
の
閲
覧
権
に
関
す
る
規
定
に
も
な

く
、
日
本
に
お
い
て
も
株
主
は
会
社
の
実
質
的
所
有
者
で
あ
る
以
上
、
所
有
者
と
し
て
会
社
の
資
料
に
触
れ
る
機
会
は
十
分
に
保
障
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
そ
の
上
で
会
社
の
利
益
を
図
る
方
が
得
策
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
も
正
当
目
的
の
有
無
や
権
利
濫
用
論
を
も
ち
出
し
て
株
主
の
権
利
実
現
を
訴
訟
の
場
面
で
遮
断
し
て
し
ま
う
こ
と
は
肯
定
で
き

な
い
。

　

第
二
節　

立
法
論

一　

そ
れ
で
は
訴
訟
手
続
を
非
訟
手
続
に
変
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
も
し
、
取
締
役
会
議
事
録
の
閲
覧
制
度
（
二
六
〇
条
ノ

四
第
六
項
・
七
項
）
の
よ
う
に
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
会
計
帳
簿
・
資
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
非
訟
事
件
と
し
て
閲
覧
理
由
そ
の

他
当
事
者
の
意
見
を
聞
く
な
ど
「
疎
明
」
に
よ
っ
て
裁
判
所
は
柔
軟
に
対
処
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
（
非
訟
一
二
六
・
一
三
二
ノ
八
参

（ 36 ）
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照
）。
し
か
し
、
会
計
帳
簿
閲
覧
権
を
定
め
る
商
法
二
九
三
条
ノ
六
を
具
体
化
す
る
た
め
の
手
続
と
す
る
以
上
、
裁
判
所
と
し
て
は
調
査
範

囲
を
会
計
部
分
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
会
計
帳
簿
・
書
類
に
限
定
す
る
意
味
が
Ｉ
Ｔ
化
の
進
む
今
日
、
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ（
餌
）る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
会
計
帳
簿
を
閲
覧
す
る
目
的
は
、
会
社
の
業
務
執
行
に
か

か
る
判
断
の
当
否
に
関
す
る
調
査
を
含
ん
で
い（
叡
）る
。
会
計
の
実
態
を
知
る
に
は
、
業
務
内
容
、
財
産
状
況
ま
で
知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ

ば
、
例
え
ば
、
株
主
代
表
訴
訟
の
提
起
や
取
締
役
の
違
法
行
為
差
止
請
求
権
を
行
使
す
る
に
必
要
な
情
報
は
十
分
に
は
収
集
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
非
訟
手
続
に
す
る
と
同
時
に
二
九
三
条
ノ
六
に
お
け
る
閲
覧
対
象
を
「
会
計
の
帳
簿
及
び
資
料
」
を
含
め
た
一
切

の
「
業
務
及
び
財
産
に
関
す
る
資
料
」
に
広
げ
る
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
、
訴
訟
事
件
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
非
訟
事
件
と
す
る
に
は
、
憲

法
三
二
条
と
八
二
条
（
裁
判
を
受
け
る
権
利
）
を
め
ぐ
る
理
論
的
問
題
も
ク
リ
ア
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

閲
覧
対
象
の
範
囲
の
拡
張
や
憲
法
上
の
問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
二
九
四
条
の
業
務
・
財
産
検
査
役
制
度
を
一

本
化
す
る
方
が
運
用
上
の
問
題
が
少
な
く
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
調
査
対
象
が
会
計
の
資
料
に
限
定
さ
れ
ず
、
裁
判
所
の
選
任
す
る
専
門
の

検
査
役
が
調
査
に
あ
た
る
た
め
株
主
自
身
が
行
う
よ
り
実
効
性
の
あ
る
調
査
が
期
待
で
き
る
し
、
調
査
結
果
の
報
告
に
裁
判
所
が
関
与
す
る

た
め
、
会
社
の
機
密
が
漏
洩
す
る
可
能
性
も
低
く
な
る
か
ら
で
あ（
営
）る
。
こ
の
場
合
、
二
九
三
条
ノ
六
と
二
九
四
条
が
併
存
す
る
と
実
務
上
混

乱
す
る
危
険
が
あ
る
の（
嬰
）で
、
二
九
四
条
に
一
本
化
し
、
本
制
度
を
使
え
る
制
度
と
し
て
手
直
し
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。

　

手
直
し
す
べ
き
点
は
、
①
条
文
中
の
文
言
「
…
…
重
大
な
る
事
実
あ
る
こ
と
を
疑
う
べ
き
事
由
」、
②
行
使
要
件
（
平
成
一
三
年
に
は

一
〇
〇
分
の
五
か
ら
一
〇
〇
分
の
三
に
改
正
さ
れ
て
い
る
）、
お
よ
び
③
検
査
役
の
選
任
調
査
権
限
の
合
理
化
、
明
文
化
で
あ
る
。
①
の
文

言
は
、
解
釈
上
の
誤
解
を
招
き
や
す
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
「
重
大
な
る
事
実
あ
る
こ
と
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ

れ
を
「
疑
う
べ
き
事
由
」
で
足
り
る
し
、
ま
た
、
そ
の
存
在
を
株
主
は
疎
明
で
は
な
く
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る（
影
）も
、
非

訟
事
件
に
お
い
て
は
弁
論
主
義
で
な
く
職
権
探
知
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
（
非
訟
一
一
）、
柔
軟
に
対
処
で
き
る
よ
う
に
見
え（
映
）る
。

（ 37 ）
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し
か
し
、「
重
大
」
と
の
文
言
は
限
定
解
釈
を
導
き
や
す
い
。
現
に
下
級
審
の
判
例
で
、
要
件
を
更
に
絞
り
「
会
社
財
産
に
影
響
し
な
い
場

合
は
選
任
を
請
求
で
き
な
い
」
と
し
た
も
の
が
あ（
曳
）り
、
批
判
が
多（
栄
）い
。「
正
当
理
由
を
記
載
し
た
る
書
面
を
も
っ
て
請
求
」
で
足
り
る
と
す

べ
き
で
あ
る
。

　

②
の
行
使
要
件
で
あ
る
「
総
株
主
の
議
決
権
の
一
〇
〇
分
の
三
」
は
単
に
「
二
九
三
条
ノ
六
の
会
計
帳
簿
閲
覧
権
と
平
仄
を
合
わ
せ
る
た

め
」
と
い
う
の
が
改
正
理
由
で
あ（
永
）り
、
特
に
議
論
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
思
う
に
、
平
仄
を
合
わ
せ
る
べ
き
は
代
表
訴
訟
提
起
権
な

ど
本
体
た
る
権
利
と
の
間
で
あ
っ
て
、
他
の
閲
覧
権
と
の
間
で
は
な
い
。
情
報
収
集
権
の
重
要
性
を
考
え
れ
ば
、
当
然
単
独
株
主
権
で
あ
る

べ
き
で
あ
り
、
権
限
濫
用
の
防
止
は
行
使
要
件
で
な
く
別
の
方
法
で
図
る
の
が
筋
で
あ
ろ
う
。

　

③
検
査
役
の
選
任
お
よ
び
そ
の
調
査
権
限
の
及
ぶ
範
囲
な
ど
に
つ
き
、
明
確
で
な
い
（
非
訟
一
二
七
・
一
二
八
参
照
）。
権
限
の
及
ぶ
範

囲
に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
と
な
る
の
で
申
請
事
由
と
検
査
の
目
的
（
非
訟
一
二
七
Ⅱ
①
②
）
に
従
い
裁
判
所
の
許
可
を
得
つ
つ
、
独
自
の

判
断
で
調
査
す
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ（
泳
）る
。
こ
の
点
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
会
社
法
で
は
閲
覧
請
求
を
会
社
が
拒
否
し
た
後
、
十
分
な
理
由
を

示
せ
ば
裁
判
所
が
閲
覧
者
ま
た
は
会
計
士
を
任
命
し
、
会
社
の
役
員
は
裁
判
所
侮
辱
の
罰
の
下
、
会
社
の
管
理
下
に
あ
る
会
計
帳
簿
・
書
面

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（
洩
）い
と
す
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
裁
判
所
が
一
旦
双
方
に
と
り
中
立
な
者
を
任
命
す
れ
ば
そ
れ
に
全
幅
の
信
頼

を
お
か
せ
る
と
い
う
や
り
方
は
、
迅
速
な
手
続
の
実
現
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
選
任
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
う
な
ら
裁
判
所
が
公
認

会
計
士
な
ど
の
専
門
家
を
選
任
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
検
査
役
が
適
任
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
業
務
や
業
界
の
特
殊

性
に
よ
ほ
ど
精
通
し
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば
、
会
計
帳
簿
や
そ
の
他
の
資
料
を
見
て
も
真
実
が
つ
か
め
な
い
こ
と
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。

三　

検
査
役
が
調
査
を
し
、
株
主
に
報
告
す
る
形
を
と
る
と
し
て
も
、
会
社
と
し
て
は
知
ら
れ
た
く
な
い
機
密
の
流
出
を
何
よ
り
も
嫌
う
で

あ
ろ
う
。
会
計
帳
簿
・
資
料
を
含
む
こ
こ
で
の
閲
覧
対
象
が
、
不
正
競
争
防
止
法
上
の
営
業
機
密
に
該
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
商
法
上
特
に

規
定
を
置
く
必
要
は
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
該
当
し
な
い
と
な
る（
瑛
）と
商
法
上
の
手
当
て
が
必
要
で
あ
る
。
で
は
、
不
正
競
争
防
止
法
上

（ 38 ）
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の
営
業
機
密
に
該
当
す
る
か
。

　

例
え
ば
、
販
売
方
法
・
仕
入
先
な
ど
に
特
殊
性
の
あ
る
場
合
の
販
売
デ
ー
タ
や
得
意
先
リ
ス
ト
、
新
規
事
業
計
画
書
な
ど
で
あ
れ
ば
不
正

競
争
防
止
法
二
条
四
項
の
営
業
秘
密
の
三
要
件
、
す
な
わ
ち
①
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
②
生
産
方
法
・
販
売
方
法
そ
の
他
の
事
業
活

動
に
有
用
な
技
術
上
ま
た
は
営
業
上
の
情
報
で
あ
っ
て
③
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
満
た
す
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
通
常
作
成
さ
れ
る
総
勘
定
元
帳
や
そ
の
作
成
原
因
と
な
る
伝
票
類
・
領
収
書
な
ど
の
証
憑
、
契
約
書
、
書
状
な
ど
は
、
お
そ
ら
く
①
の

要
件
を
満
た
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
会
社
と
し
て
は
、
検
査
役
の
閲
覧
に
応
じ
た
場
合
に
そ
の
内
容
が
外
部
に
漏
れ
て
は
困
る
資

料
・
記
録
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
が
あ
ろ
う
。
ま
た
例
え
ば
、
ピ
ケ
ン
ズ―

小
糸
製
作
所
に
お
け
る
得
意
先
向
け
の
原
価
票
な
ど
は
「
事
業

者
間
の
公
正
な
競
争
…
…
を
確
保
」（
不
正
競
争
防
止
法
一
条
）
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
、
不
正
競
争
防
止
法
上
の
「
営
業
の
秘
密
」

と
し
て
保
護
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
検
査
役
が
そ
の
部
分
と
隣
り
合
う
部
分
を
見
た
い
と
思
う
場
合
が
あ
ろ
う
し
、
調
査
中
に
た

ま
た
ま
そ
れ
を
見
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
非
訟
手
続
に
お
い
て
会
社
側
の
意
見
を
聴
い
て
、
漏
洩
さ
れ
た
く
な
い
と
す
る
事

項
に
つ
い
て
は
検
査
役
が
そ
の
旨
報
告
し
、
裁
判
所
が
漏
洩
さ
れ
な
い
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
不
正
競
争
防
止
法
と
は
別

に
、
立
法
論
と
し
て
商
法
上
の
手
当
て
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
二
〇
〇
三
年
（
平
成
一
五
）
の
改
正
に
よ
り
、
不
正
競
争
防
止

法
に
も
イ
ン
カ
メ
ラ
手
続
（
平
成
一
三
年
改
正
民
訴
法
二
二
〇
条
六
項
参
照
）
が
導
入
さ
れ
、
営
業
の
秘
密
に
関
す
る
か
ど
う
か
を
非
公
開

の
手
続
で
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
不
正
競
争
防
止
法
六
条
）。
こ
の
場
合
、
大
量
の
文
書
を
裁
判
所
が
判
断
す
る
の
は
能
力
的
に
限

界
が
あ
る
の
で
、
技
術
と
経
理
に
関
し
五
名
ま
で
…
…
と
い
っ
た
一
定
の
補
助
者
の
協
力
を
認
め
る
判（
盈
）例
が
準
拠
す
べ
き
ル
ー
ル
と
な
っ
て

い
る
よ
う
で
あ（
穎
）る
。
こ
れ
は
、
検
査
役
の
閲
覧
制
度
に
お
け
る
非
訟
手
続
に
お
い
て
も
参
考
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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註（
137
） 

第
二
章
第
二
節
参
照
。

（
138
） 
黒
沼
（
前
掲
第
二
章
注
27
）
五
一
頁
。

（
139
） 
業
務
財
産
検
査
役
制
度
の
活
性
化
を
示
唆
す
る
意
見
と
し
て
、
吉
村
信
明
「
業
務
財
産
検
査
役
」
蓮
井
良
憲
・
今
井
宏
先
生
古
稀
記
念
『
企
業
監

査
と
リ
ス
ク
管
理
の
法
構
造
』
二
六
九
頁
〜
、
森
本
（
前
掲
第
二
章
注
15
）
四
一
頁
、
藤
井
俊
雄
「
帳
簿
閲
覧
権
」『
演
習
会
社
法
』
二
二
七

頁
、
二
三
〇
頁
（
一
九
八
三
）
参
照
。

（
140
） 

例
え
ば
、
横
浜
地
判
平
成
三
年
四
月
一
九
日
判
時
一
三
九
七
号
一
一
四
頁
は
業
務
執
行
に
係
る
判
断
の
当
否
に
関
す
る
調
査
は
専
ら
二
九
四
条
の

業
務
財
産
検
査
役
制
度
に
よ
り
図
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
…
…
二
九
三
条
ノ
六
の
会
計
帳
簿
の
閲
覧
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て

二
九
四
条
の
存
在
ゆ
え
に
二
九
三
条
ノ
六
の
閲
覧
権
の
利
用
を
狭
め
る
判
断
を
し
て
い
る
。

（
141
） 

大
隅
＝
今
井
（
前
掲
第
二
章
注
29
）
五
〇
一
頁
。

（
142
） 

森
本　

滋
「
§
294
」
上
柳
ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
９
）』
二
二
五
頁
、
二
三
〇―

二
三
一
頁
（
一
九
八
八
）
参
照
。

（
143
） 

東
京
高
決
昭
和
四
〇
・
四
・
二
七
下
民
集
一
六
巻
四
号
七
七
〇
頁
∧
第
一
食
品
工
業
事
件
∨
。

（
144
） 

龍
田
（
前
掲
第
一
章
注
３
）
一
五
八―
一
五
九
頁
、
加
美
和
照
「
検
査
役
」
上
柳
克
郎
ほ
か
編
『
会
社
法
演
習
Ⅱ
』
二
三
七
頁
、
二
四
三
頁

（
一
九
八
三
）、
森
本
（
前
掲
本
章
注
142
）
二
三
〇
頁
。

（
145
） 

法
制
審
議
会
商
法
部
会
第
一
四
三
回
会
議
議
事
録
﹇http://m

oj.go.jp/SIN
G

I/index.htm
l

﹈
参
照
。

（
146
） 

同
旨
、
吉
村
（
前
掲
本
章
注
139
）
二
七
四
頁
。

（
147
）　

第
三
章
注
136
参
照
。

（
148
）　

河
村
（
前
掲
第
二
章
注
14
）
二
五
一
頁
注
37
は
会
計
帳
簿
等
に
記
載
・
記
録
さ
れ
た
情
報
は
現
行
の
不
正
競
争
防
止
法
で
守
る
に
は
解
釈
上
無

理
が
あ
る
、
と
す
る
。

（
149
）　

東
京
地
決
平
成
一
〇
・
七
・
三
一
判
時
一
六
五
八
号
一
七
八
頁
。

（
150
）　

長
内　

健
『
企
業
秘
密
保
護
法
入
門
』
一
九
六
頁
（
二
〇
〇
三
）。
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第
五
章　

結
語

　

株
主
の
情
報
収
集
手
段
で
あ
る
閲
覧
制
度
が
使
え
な
い
制
度
に
甘
ん
じ
て
き
た
主
な
理
由
は
、
会
社
が
閲
覧
請
求
を
拒
否
す
れ
ば
、
柔
軟

な
対
応
の
で
き
な
い
い
わ
ゆ
る
固
い
訴
訟
手
続
に
よ
る
方
法
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
株
主
が
勝
訴
判
決
を
得
れ
ば
会
社
の
機
密
が
株

主
に
す
べ
て
流
出
し
て
し
ま
う
危
険
を
回
避
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
裁
判
所
が
柔
軟
に
条
件
を
付
し
得
る
ア
メ
リ
カ
の

会
社
法
お
よ
び
判
例
を
検
討
し
、
特
に
株
主
の
会
計
帳
簿
閲
覧
権
（
二
九
三
条
ノ
六
）
を
中
心
に
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
試
み
た
。
結
論
と

し
て
、
閲
覧
対
象
に
制
限
の
あ
る
二
九
三
条
ノ
六
の
閲
覧
制
度
を
削
除
し
、
二
九
四
条
の
業
務
・
財
産
検
査
役
制
度
を
使
い
や
す
い
合
理
的

制
度
に
改
め
た
上
で
一
本
化
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
利
用
さ
れ
て
い
る
方
法
を
参
考
に
し
、
検

査
役
の
選
任
を
公
正
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
株
主
の
閲
覧
権
を
よ
り
実
効
性
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
会
社
機

密
の
保
護
へ
の
配
慮
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
二
〇
〇
三
年
（
平
成
一
五
）
に
改
正
さ
れ
た
不
正
競
争
防
止
法
に
お
け
る
イ
ン
カ
メ

ラ
手
続
と
補
助
者
の
協
力
に
よ
る
秘
密
保
護
の
視
点
が
、
商
法
上
の
閲
覧
制
度
に
参
考
と
な
ろ
う
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
会
計
帳
簿
以
外
の
書
類
・
記
録
、
す
な
わ
ち
例
え
ば
株
主
名
簿
の
閲
覧
権
に
つ
き
、
必
要
最
小
限
度
で
し
か
触
れ
て
い

な
い
。
株
式
名
簿
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
今
日
、
顧
客
情
報
に
も
匹
敵
す
る
株
主
名
簿
の
経
済
的
価
値
と
株
主
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
重

要
性
が
高
ま
る
な
か
、
別
個
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
稿
に
て
行
い
た
い
と
思

う
。

∧
追
記
∨
本
稿
脱
稿
後
、
会
計
帳
簿
閲
覧
理
由
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
客
観
的
存
在
は
必
要
で
な
い
と
す
る
最
高
裁
判
決
（
最
判
平
成
一
六
年
七
月
一
日―

ポ
ー
ラ
化
粧
品
事
件―

）
が
出
て
い
る
。
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